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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第一マット本体を車両の床面に設けられたフロア固定部材に固定する車両用フロアマット
の固定構造において、
前記車両の床面に設けた前記フロア固定部材と、
前記第一マット本体に固定した第一マット固定部材と、
前記第一マット固定部材に着脱自在に固定する中間部材とを備え、
前記フロア固定部材は上下方向を軸としたフロア回転ノブを備え、
前記第一マット固定部材には前記フロア回転ノブを挿入する第一挿入受け部を設け、
前記第一マット固定部材の前記第一挿入受け部に挿入した前記フロア回転ノブの回転によ
り前記第一挿入受け部に該フロア回転ノブが係止して前記車両に前記第一マット本体が固
定され、
前記第一マット固定部材の上部には前記中間部材と係止可能な第一係止部を設け、
前記中間部材の下部には前記第一係止部と係止可能な中間係止受け部を設け、
前記中間係止受け部と前記第一係止部が係止して前記第一マット固定部材に前記中間部材
が固定され、
前記中間部材は、前記フロア回転ノブと略同軸となる軸を中心とした回転操作を行うこと
により、前記中間係止受け部と前記第一係止部とを係止できることを特徴とする車両用フ
ロアマットの固定構造。
【請求項２】
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第一マット本体を車両の床面に設けられたフロア固定部材に固定する車両用フロアマット
の固定構造において、
前記車両の床面に設けた前記フロア固定部材と、
前記第一マット本体に固定した第一マット固定部材と、
前記第一マット固定部材に着脱自在に固定する中間部材とを備え、
前記フロア固定部材は上下方向を軸としたフロア回転ノブを備え、
前記第一マット固定部材には前記フロア回転ノブを挿入する第一挿入受け部を設け、
前記第一マット固定部材の前記第一挿入受け部に挿入した前記フロア回転ノブの回転によ
り前記第一挿入受け部に該フロア回転ノブが係止して前記車両に前記第一マット本体が固
定され、
前記第一マット固定部材の上部には前記中間部材と係止可能な第一係止部を設け、
前記中間部材の下部には前記第一係止部と係止可能な中間係止受け部を設け、
前記中間係止受け部と前記第一係止部が係止して前記第一マット固定部材に前記中間部材
が固定され、
前記第一マット本体に重ねる第二マット本体と、
前記第二マット本体に固定した第二マット固定部材とを備え、
前記中間部材の上部には前記フロア回転ノブと略同軸となる中間回転ノブを設け、
前記第二マット固定部材には前記中間回転ノブを挿入する第二挿入受け部を設け、
前記第二マット固定部材の前記第二挿入受け部に挿入した前記中間回転ノブの回転により
前記第二挿入受け部に該中間回転ノブが係止して前記車両に前記第二マット本体が固定さ
れることを特徴とする車両用フロアマットの固定構造。
【請求項３】
第一マット本体を車両の床面に設けられたフロア固定部材に固定する車両用フロアマット
の固定構造において、
前記車両の床面に設けた前記フロア固定部材と、
前記第一マット本体に固定した第一マット固定部材と、
前記第一マット固定部材に着脱自在に固定する中間部材とを備え、
前記フロア固定部材は上下方向を軸としたフロア回転ノブを備え、
前記第一マット固定部材には前記フロア回転ノブを挿入する第一挿入受け部を設け、
前記第一マット固定部材の前記第一挿入受け部に挿入した前記フロア回転ノブの回転によ
り前記第一挿入受け部に該フロア回転ノブが係止して前記車両に前記第一マット本体が固
定され、
前記第一マット固定部材の上部には前記中間部材と係止可能な第一係止部を設け、
前記中間部材の下部には前記第一係止部と係止可能な中間係止受け部を設け、
前記中間係止受け部と前記第一係止部が係止して前記第一マット固定部材に前記中間部材
が固定され、
前記第一マット固定部材の前記第一係止部は、前記第一マット固定部材の上部に設けた外
向き鍔部であり、前記外向き鍔部を部分的に切り欠いて挿通部を設け、前記中間部材の前
記中間係止受け部は、前記中間部材の下部に設けられ前記挿通部に上方から挿通可能で、
前記中間部材の回転により前記外向き鍔部の下面に係止することを特徴とする車両用フロ
アマットの固定構造。
【請求項４】
前記第一挿入受け部と前記第二挿入受け部とが略同一であり、前記フロア回転ノブが前記
第二マット固定部材の前記第二挿入受け部に係止可能なことを特徴とする請求項２記載の
車両用フロアマットの固定構造。
【請求項５】
前記中間部材の下部中央には、前記フロア回転ノブと略同軸であると共に該フロア回転ノ
ブと係止可能なノブ係止受け部を設け、前記フロア回転ノブと前記ノブ係止受け部とが係
止した状態で前記中間部材を回転操作することにより、前記フロア回転ノブが前記第一挿
入受け部に係止して前記車両に前記第一マット本体が固定されると共に、前記第一係止部
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に前記中間係止受け部が係止して前記中間部材が前記第一マット固定部材に固定されるこ
とを特徴とする請求項１、３又は４記載の車両用フロアマットの固定構造。
【請求項６】
前記第一マット固定部材に前記中間部材を軸方向上方から被せることにより、前記フロア
回転ノブに前記ノブ係止受け部が係止され、前記フロア回転ノブが前記第一挿入受け部と
の係止解除位置にあるときに、前記中間部材を上方から被せることが可能なことを特徴と
する請求項５記載の車両用フロアマットの固定構造。
【請求項７】
前記ノブ係止受け部は、前記係止解除位置の前記フロア回転ノブに係止可能な係止用突起
部と、前記係止解除位置以外の前記フロア回転ノブに当接し、前記第一係止部と前記中間
係止受け部との係止を規制する規制部とを備えることを特徴とする請求項６記載の車両用
フロアマットの固定構造。
【請求項８】
前記係止用突起部は縦壁、もしくは複数のピンにより前記フロア回転ノブの外周部に係止
することを特徴とする請求項７記載の車両用フロアマットの固定構造。
【請求項９】
前記中間係止受け部と前記第一係止部とが係止位置にあることを確認可能な係止位置確認
構造を備えることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の車両用フロアマット
の固定構造。
【請求項１０】
クリック感により前記係止位置を確認する前記係止位置確認構造は、前記第一マット固定
部材と前記中間部材の一方にクリック凹部を設けると共に、他方にクリック凸部を設け、
前記係止位置で前記クリック凹部と前記クリック凸部が係合することを特徴とする請求項
９記載の車両用フロアマットの固定構造。
【請求項１１】
視認により前記係止位置を確認する前記係止位置確認構造は、前記第一マット固定部材と
の回転位置を確認できる開口部を前記中間部材に設け、前記第一マット固定部材には、前
記中間部材と係止状態で前記開口部から視認不可能な位置に目印を設けたことを特徴とす
る請求項９又は１０記載の車両用フロアマットの固定構造。
【請求項１２】
視認により前記係止位置を確認する前記係止位置確認構造は、前記第一マット固定部材と
の回転位置を確認できる開口部を前記中間部材に設け、前記第一マット固定部材には、前
記中間部材と係止状態で前記開口部から視認可能な位置に目印を設けたことを特徴とする
請求項９又は１０記載の車両用フロアマットの固定構造。
【請求項１３】
視認により前記係止位置を確認する前記係止位置確認構造は、前記第一マット固定部材と
の回転位置を確認できる開口部を前記中間部材に設け、前記第一マット固定部材は、係止
状態で前記開口部から視認可能な位置の色と他の部位の色とが異なることを特徴とする請
求項９又は１０記載の車両用フロアマットの固定構造。
【請求項１４】
第一部材を部材に設けられた固定部材に固定する部材への固定構造において、
前記第一部材に固定した第一固定部材と、
前記第一固定部材に着脱自在に固定する中間部材とを備え、
前記固定部材は軸状の回転ノブを備え、
前記第一固定部材には前記回転ノブを挿入する第一挿入受け部を設け、
前記第一固定部材の前記第一挿入受け部に挿入した前記回転ノブの回転により前記第一挿
入受け部に該回転ノブが係止して前記部材に前記第一固定部材が固定され、
前記第一固定部材には前記中間部材と係止可能な第一係止部を設け、
前記中間部材には前記第一係止部と係止可能な中間係止受け部を設け、
前記中間部材の回転操作を行うことにより、前記中間係止受け部と前記第一係止部が係止
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して前記第一固定部材に前記中間部材が固定され、
前記中間係止受け部と前記第一係止部とが係止位置にあることを確認可能な係止位置確認
構造を備えることを特徴とする部材への固定構造。
【請求項１５】
クリック感により前記係止位置を確認する前記係止位置確認構造は、前記第一固定部材と
前記中間部材の一方にクリック凹部を設けると共に、他方にクリック凸部を設け、前記係
止位置で前記クリック凹部と前記クリック凸部が係合することを特徴とする請求項１４記
載の部材への固定構造。
【請求項１６】
視認により前記係止位置を確認する前記係止位置確認構造は、前記第一固定部材との回転
位置を確認できる開口部を前記中間部材に設け、前記第一固定部材には、前記中間部材と
係止状態で前記開口部から視認不可能な位置に目印を設けたことを特徴とする請求項１４
又は１５記載の部材への固定構造。
【請求項１７】
視認により前記係止位置を確認する前記係止位置確認構造は、前記第一固定部材との回転
位置を確認できる開口部を前記中間部材に設け、前記第一固定部材には、前記中間部材と
係止状態で前記開口部から視認可能な位置に目印を設けたことを特徴とする請求項１４又
は１５記載の部材への固定構造。
【請求項１８】
視認により前記係止位置を確認する前記係止位置確認構造は、前記第一固定部材との回転
位置を確認できる開口部を前記中間部材に設け、前記第一固定部材は、係止状態で前記開
口部から視認可能な位置の色と他の部位の色とが異なることを特徴とする請求項１４又は
１５記載の部材への固定構造。
【請求項１９】
第一マット本体を車両の床面に設けられたフロア固定部材に固定する車両用フロアマット
の固定構造において、
前記車両の床面に設けた前記フロア固定部材と、
前記第一マット本体に固定した第一マット固定部材と、
前記第一マット固定部材に着脱自在に固定する中間部材とを備え、
前記フロア固定部材は上下方向を軸としたフロア回転ノブを備え、
前記第一マット固定部材には前記フロア回転ノブを挿入する第一挿入受け部を設け、
前記第一マット固定部材の前記第一挿入受け部に挿入した前記フロア回転ノブの回転によ
り前記第一挿入受け部に該フロア回転ノブが係止して前記車両に前記第一マット本体が固
定され、
前記第一マット固定部材の上部には前記中間部材と係止可能な第一係止部を設け、
前記中間部材の下部には前記第一係止部と係止可能な中間係止受け部を設け、
前記中間係止受け部と前記第一係止部が係止して前記第一マット固定部材に前記中間部材
が固定され、
前記第一マット固定部材の前記第一係止部は、前記第一マット固定部材の上部に設けた外
向き鍔部であり、前記外向き鍔部を部分的に切り欠いて挿通部を設け、前記中間部材の前
記中間係止受け部は、前記中間部材の下部に設けられ前記挿通部に上方から挿通可能で、
前記中間部材の回転により前記外向き鍔部の下面に係止する内向き鍔部であり、 前記中
間部材の下部には前記内向き鍔部とは異なる位置に固定用凸部が設けられ、前記内向き鍔
部が前記外向き鍔部の前記挿通部に挿通された状態で、前記中間部材を回転させることに
より前記固定用凸部が前記外向き鍔部の前記挿通部に回り止め状態で嵌合することを特徴
とする車両用フロアマットの固定構造。
【請求項２０】
前記中間部材の上面に対をなす切り込みを設けることにより前記対をなす切り込みの間に
弾性片を設け、前記弾性片の外端側に前記固定用凸部を設けたことを特徴とする請求項１
９記載の車両用フロアマットの固定構造。
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【請求項２１】
前記弾性片の外端側を引き上げることにより、前記固定用凸部と前記外向き鍔部の前記挿
通部との嵌合が解除され、この嵌合が解除された状態で前記中間部材を回動することによ
り前記第一マット固定部材と前記中間部材との係止が解除されるように構成したことを特
徴とする請求項２０記載の車両用フロアマットの固定構造。
【請求項２２】
前記中間部材の前記固定用凸部には、前記内向き鍔部が前記外向き鍔部の前記挿通部に挿
通された状態で、前記外向き鍔部に当接して前記弾性片の外端側が上側になるように該弾
性片を弾性変形させる当接部を設けたことを特徴とする請求項２０又は２１記載の車両用
フロアマットの固定構造。
【請求項２３】
前記第一マット固定部材の上面には、前記固定用凸部と前記外向き鍔部の前記挿通部とが
嵌合位置にあることを確認できる確認手段が設けられていることを特徴とする請求項１９
～２２のいずれか１項に記載の車両用フロアマットの固定構造。
【請求項２４】
前記確認手段は前記第一マット固定部材の上面に設けられた凹部であり、該凹部は前記固
定用凸部と前記外向き鍔部の前記挿通部とが嵌合した状態で前記中間部材の弾性片の外端
側が位置する近傍に設けられていることを特徴とする請求項２３記載の車両用フロアマッ
トの固定構造。
【請求項２５】
前記第一固定部材の前記第一係止部は、前記第一固定部材の上部に設けた外向き鍔部であ
り、前記外向き鍔部を部分的に切り欠いて挿通部を設け、前記中間部材の前記中間係止受
け部は、前記中間部材の下部に設けられ前記挿通部に上方から挿通可能で、前記中間部材
の回転により前記外向き鍔部の下面に係止する内向き鍔部であり、前記中間部材の下部に
は前記内向き鍔部とは異なる位置に固定用凸部が設けられ、前記内向き鍔部が前記外向き
鍔部の前記挿通部に挿通された状態で、前記中間部材を回転させることにより前記固定用
凸部が前記外向き鍔部の前記挿通部に回り止め状態で嵌合することを特徴とする請求項１
４～１８のいずれか１項に記載の部材への固定構造。
【請求項２６】
前記中間部材の上面に対をなす切り込みを設けることにより前記対をなす切り込みの間に
弾性片を設け、前記弾性片の外端側に前記固定用凸部を設けたことを特徴とする請求項２
５記載の部材への固定構造。
【請求項２７】
前記弾性片の外端側を引き上げることにより、前記固定用凸部と前記外向き鍔部の前記挿
通部との嵌合が解除され、この嵌合が解除された状態で前記中間部材を回動することによ
り前記第一固定部材と前記中間部材との係止が解除されるように構成したことを特徴とす
る請求項２６記載の部材への固定構造。
【請求項２８】
前記中間部材の前記固定用凸部には、前記内向き鍔部が前記外向き鍔部の前記挿通部に挿
通された状態で、前記外向き鍔部に当接して前記弾性片の外端側が上側になるように該弾
性片を弾性変形させる当接部を設けたことを特徴とする請求項２６又は２７記載の部材へ
の固定構造。
【請求項２９】
前記第一固定部材の上面には、前記固定用凸部と前記外向き鍔部の前記挿通部とが嵌合位
置にあることを確認できる確認手段が設けられていることを特徴とする請求項２５～２８
のいずれか１項に記載の部材への固定構造。
【請求項３０】
前記確認手段は前記第一固定部材の上面に設けられた凹部であり、該凹部は前記固定用凸
部と前記外向き鍔部の前記挿通部とが嵌合した状態で前記中間部材の弾性片の外端側が位
置する近傍に設けられていることを特徴とする請求項２９記載の部材への固定構造。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両にフロアマットを固定する車両用フロアマットの固定構造及び部材への
固定構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のものとして、マット本体と、このマット本体を車両に固定する固定構造
とを備えた車両用フロアマットにおいて、前記固定構造は、前記車両に固定した第一固定
部材（本発明のフロア固定部材又は固定部材に相当）と、前記マット本体に固定した第二
固定部材（本発明の第一マット固定部材又は第一部材に相当）とを備え、前記第一固定部
材は、上下方向を軸とした回転ノブを備え、前記第二固定部材に前記回転ノブを挿入する
挿入受け部を設け、この挿入受け部に挿入した前記回転ノブの回転により前記挿入受け部
に前記回転ノブが係止し、前記第二固定部材は前記回転ノブの回転を阻止する回転阻止部
材を備える車両用フロアマット（例えば特許文献１）が提案されている。
【０００３】
　また、防水性に優れたフロアマットとして、熱可塑性樹脂、熱可塑性エラストマー、熱
硬化性樹脂、或いは天然又は合成ゴムからなる車両用フロアマット（例えば特許文献２）
がある。
【０００４】
　上記特許文献１の車両用フロアマットでは、マット本体の車両に対する固定機構を回転
ノブとレバーにより二段階で固定することで強固な固定が可能となる。
【０００５】
　ところで、特許文献１のような車両用フロアマットにおいて、マット本体の汚れを防止
するため、該マット本体に特許文献２のようなゴム製などのフロアマットを重ねる使用者
が多数存在している。
【０００６】
　しかし、上記特許文献１の固定構造では、フロアマットの上にさらにフロアマットを重
ねた場合、その上のフロアマットを固定する構造がないため、上のフロアマットがずれる
などして不便であった。
【０００７】
　これに対して、車両の床面に２枚のマットを敷設するものとして、以下の先行技術が開
示されている。
【０００８】
　例えば、フロアマットに穿設された貫通穴に、樹脂製アイレットを固定し、旋回腕の一
端部下面に突設した割り軸を、前記樹脂製アイレットに弾性を利用して嵌合係着するとと
もに、前記旋回腕の他端部上面に突出した擬宝珠形軸を、オプションマットの貫通穴に固
定した樹脂製アイレットに係止するもの（例えば特許文献３）や、純正マットの下方に挿
入される板状の基部と、この基部の端部に上方に突設され、純正マットの周縁部に当接す
る係合部とを備え、この係合部の上部に、汎用のマットを着脱自在に上下方向から挟んで
保持するクリップ部を設けたもの（例えば特許文献４）や、第２フロアマットと、前記第
２フロアマットを前記自動車用フロアカーペットに固定するフロアマット固定具とを備え
、前記第２フロアマットは、周囲に壁面を有する容器状であり、底面部から前方又は後方
に延設した延設部に設けた貫通孔を備え、また、フロアマット固定具は、前記自動車用フ
ロアカーペットに固定する固定部を備えた基部と、前記基部の上方に第１フロアマット挿
入空間を形成するように連設部を介して配置された第１フロアマット挟持部とを備えてお
り、前記第１フロアマット挟持部の上面には、フックを備えるもの（例えば特許文献５）
などが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００９】
【特許文献１】特許第５４７８５９２号公報
【特許文献２】特開２０１１－７９４４６号公報
【特許文献３】実用新案登録第２５８３９４８号公報
【特許文献４】実用新案登録第３１４８６９６号公報
【特許文献５】特開２０１１－２４０８６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記特許文献３では、オプションマットの貫通穴に固定した樹脂製アイレットに係止す
るものであるから、オプションマットの上下方向の抜け止めがなされておらず、上記特許
文献４では、上のマットをクリップ部に挟む構造であるから、クリップ部からマットが外
れる虞があり、上記特許文献５では、フック部に第２フロアマットを係止する構造である
から、第２フロアマットの上下方向の抜け止めを防止できない。
【００１１】
　また、上記特許文献３～５では、上のマットを用いない場合でも、特許文献３では上部
に擬宝珠形軸が突出し、特許文献４ではクリップ部が上部に突出し、特許文献５ではフッ
クが上部に突出するから突出部分が邪魔になる。尚、特許文献４のクリップ部は一応取り
外すことができるが、ある程度以上の力でクリップ部を上方に引き上げる必要があるため
、通常の使用においては、クリップ部を簡便に取り外すことはできなかった。
【００１２】
　ところで、特許文献１の固定構造では、前記第二固定部材に前記回転ノブを挿入する挿
入受け部を設け、この挿入受け部に挿入した前記回転ノブの回転により前記挿入受け部に
前記回転ノブが係止するため、マット本体を確実に固定することができるが、第二固定部
材の内部に砂や土などが侵入する虞がある。
【００１３】
　そこで、本発明は上記した問題点に鑑み、車両の床面に第一マット本体を固定すること
ができ、第一マット固定部材の内部への砂や土等の侵入を防止する ことができる車両用
フロアマットの固定構造を提供することを目的とする。
【００１４】
　また、本発明は上記した問題点に鑑み、第一固定部材の内部への砂や土等の侵入を防止
することができ、また、回転ノブによる係止状態を確認することができる部材への固定構
造を提供することを目的とする。  
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するために、請求項１に係る発明は、第一マット本体を車両の床面に設
けられたフロア固定部材に固定する車両用フロアマットの固定構造において、前記車両の
床面に設けた前記フロア固定部材と、前記第一マット本体に固定した第一マット固定部材
と、前記第一マット固定部材に着脱自在に固定する中間部材とを備え、前記フロア固定部
材は上下方向を軸としたフロア回転ノブを備え、前記第一マット固定部材には前記フロア
回転ノブを挿入する第一挿入受け部を設け、前記第一マット固定部材の前記第一挿入受け
部に挿入した前記フロア回転ノブの回転により前記第一挿入受け部に該フロア回転ノブが
係止して前記車両に前記第一マット本体が固定され、前記第一マット固定部材の上部には
前記中間部材と係止可能な第一係止部を設け、前記中間部材の下部には前記第一係止部と
係止可能な中間係止受け部を設け、前記中間係止受け部と前記第一係止部が係止して前記
第一マット固定部材に前記中間部材が固定されることを特徴とする。また、前記中間部材
は、前記フロア回転ノブと略同軸となる軸を中心とした回転操作を行うことにより、前記
中間係止受け部と前記第一係止部とを係止できることを特徴とする。
【００１６】
　請求項１の構成によれば、固定構造の上部に中間部材を配置することにより、固定構造
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内部の目隠しとすることができる。また、固定構造の内部への砂，土や塵埃等の侵入を防
止することができる。また、フロア回転ノブを第一挿入受け部に係止する操作と、中間部
材を取り付ける操作とを同様の回転操作としたことにより、第一マット固定部材と中間部
材との係止操作を直感的で判り易いものとすることができる。
【００１７】
　請求項２に係る発明は、第一マット本体を車両の床面に設けられたフロア固定部材に固
定する車両用フロアマットの固定構造において、前記車両の床面に設けた前記フロア固定
部材と、前記第一マット本体に固定した第一マット固定部材と、前記第一マット固定部材
に着脱自在に固定する中間部材とを備え、前記フロア固定部材は上下方向を軸としたフロ
ア回転ノブを備え、前記第一マット固定部材には前記フロア回転ノブを挿入する第一挿入
受け部を設け、前記第一マット固定部材の前記第一挿入受け部に挿入した前記フロア回転
ノブの回転により前記第一挿入受け部に該フロア回転ノブが係止して前記車両に前記第一
マット本体が固定され、前記第一マット固定部材の上部には前記中間部材と係止可能な第
一係止部を設け、前記中間部材の下部には前記第一係止部と係止可能な中間係止受け部を
設け、前記中間係止受け部と前記第一係止部が係止して前記第一マット固定部材に前記中
間部材が固定され、前記第一マット本体に重ねる第二マット本体と、前記第二マット本体
に固定した第二マット固定部材とを備え、前記中間部材の上部には前記フロア回転ノブと
略同軸となる中間回転ノブを設け、前記第二マット固定部材には前記中間回転ノブを挿入
する第二挿入受け部を設け、前記第二マット固定部材の前記第二挿入受け部に挿入した前
記中間回転ノブの回転により前記第二挿入受け部に該中間回転ノブが係止して前記車両に
前記第二マット本体が固定されることを特徴とする。
【００１８】
　請求項２の構成によれば、固定構造の上部に中間部材を配置することにより、固定構造
内部の目隠しとすることができる。また、固定構造の内部への砂，土や塵埃等の侵入を防
止することができる。また、第一マット固定部材の上部に中間部材を取り付け、これに第
二マット本体を取り付ける構成としたので、固定構造の内部への砂，土や塵埃等の侵入を
防止することができるとともに、前記中間部材を介して第二マット本体を車両に固定する
ことができる。
【００１９】
　また、中間回転ノブはフロア回転ノブと略同軸としたため、同軸状に固定構造を配置す
ることができ、コンパクトな設計とすることができる。
【００２０】
　さらに、フロア固定部材、第一マット固定部材、中間部材、第二マット固定部材をそれ
ぞれ連結して固定する構造としたため、強固な固定構造とすることができる。
【００２１】
　請求項３に係る発明は、第一マット本体を車両の床面に設けられたフロア固定部材に固
定する車両用フロアマットの固定構造において、前記車両の床面に設けた前記フロア固定
部材と、前記第一マット本体に固定した第一マット固定部材と、前記第一マット固定部材
に着脱自在に固定する中間部材とを備え、前記フロア固定部材は上下方向を軸としたフロ
ア回転ノブを備え、前記第一マット固定部材には前記フロア回転ノブを挿入する第一挿入
受け部を設け、前記第一マット固定部材の前記第一挿入受け部に挿入した前記フロア回転
ノブの回転により前記第一挿入受け部に該フロア回転ノブが係止して前記車両に前記第一
マット本体が固定され、前記第一マット固定部材の上部には前記中間部材と係止可能な第
一係止部を設け、前記中間部材の下部には前記第一係止部と係止可能な中間係止受け部を
設け、前記中間係止受け部と前記第一係止部が係止して前記第一マット固定部材に前記中
間部材が固定され、前記第一マット固定部材の前記第一係止部は、前記第一マット固定部
材の上部に設けた外向き鍔部であり、前記外向き鍔部を部分的に切り欠いて挿通部を設け
、前記中間部材の前記中間係止受け部は、前記中間部材の下部に設けられ前記挿通部に上
方から挿通可能で、前記中間部材の回転により前記外向き鍔部の下面に係止することを特
徴とする。
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【００２２】
　請求項３の構成によれば、固定構造の上部に中間部材を配置することにより、固定構造
内部の目隠しとすることができる。また、固定構造の内部への砂，土や塵埃等の侵入を防
止することができる。また、回転操作により中間部材を第一マット固定部材と固定する構
造としたため、上方から荷重が掛かっても係止が容易に解除されることが無い。
【００２３】
　請求項４に係る発明は、前記第一挿入受け部と前記第二挿入受け部とが略同一であり、
前記フロア回転ノブが前記第二マット固定部材の前記第二挿入受け部に係止可能なことを
特徴とする。
【００２４】
　請求項４の構成によれば、第一挿入受け部と第二挿入受け部が略同一構造であり、且つ
、前記フロア回転ノブが前記第二マット固定部材の第二挿入受け部に係止可能なため、従
来から行われているフロア固定部材と第一マット本体の固定はもちろん、フロア固定部材
と第二マット固定部材による第二マット本体のみの車両への固定を行うことができる。 
【００２５】
　請求項５係る発明は、前記中間部材の下部中央には、前記フロア回転ノブと略同軸であ
ると共に該フロア回転ノブと係止可能なノブ係止受け部を設け、前記フロア回転ノブと前
記ノブ係止受け部とが係止した状態で前記中間部材を回転操作することにより、前記フロ
ア回転ノブが前記第一挿入受け部に係止して前記車両に前記第一マット本体が固定される
と共に、前記第一係止部に前記中間係止受け部が係止して前記中間部材が前記第一マット
固定部材に固定されることを特徴とする。
【００２６】
　請求項５の構成によれば、中間部材を第一マット固定部材に固定する回転操作により、
フロア回転ノブを連動して回転することができるため、第一マット本体とフロア固定部材
との固定を同時に行うことができる。
【００２７】
　また、通常、カバーを設けた場合、第一マット本体とフロア固定部材との係止状態を確
認することができないが、上記構造としたことにより、中間部材の第一マット固定部材へ
の固定と、第一マット本体のフロア固定部材への固定とが同時に行われ、確実に第一マッ
ト本体を床面に固定されていることを確認できる。
【００２８】
　請求項６に係る発明は、前記第一マット固定部材に前記中間部材を軸方向上方から被せ
ることにより、前記フロア回転ノブに前記ノブ係止受け部が係止され、前記フロア回転ノ
ブが前記第一挿入受け部との係止解除位置にあるときに、前記中間部材を上方から被せる
ことが可能なことを特徴とする。
【００２９】
　請求項６の構成によれば、フロア回転ノブが第一マット固定部材に係止した位置にある
ときに中間部材が第一マット固定部材に係止してしまった場合、中間部材の回転操作によ
りフロア回転ノブと第一マット固定部材との係止状態が解除されてしまう問題がある。こ
れに対して、フロア回転ノブが係止解除位置にあるときに中間部材が係止する構造のため
、上記問題が発生しない。
【００３０】
　請求項７に係る発明は、前記ノブ係止受け部は、前記係止解除位置の前記フロア回転ノ
ブに係止可能な係止用突起部と、前記係止解除位置以外の前記フロア回転ノブに当接し、
前記第一係止部と前記中間係止受け部との係止を規制する規制部とを備えることを特徴と
する。
【００３１】
　請求項７の構成によれば、規制部により、フロア回転ノブが係止解除位置にあるときに
のみ中間部材を軸上方から被せることが可能になる。さらに、フロア回転ノブが係止解除
位置以外のときは、規制部がフロア回転ノブに当接することにより前記第一係止部と前記



(10) JP 6346309 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

中間係止受け部の係止が規制される。
【００３２】
　請求項８に係る発明は、前記係止用突起部は縦壁、もしくは複数のピンにより前記フロ
ア回転ノブの外周部に係止することを特徴とする。
【００３３】
　請求項８の構成によれば、係止用突起部の形状変更が容易で、安価な構成とすることが
できる。
【００３４】
　さらに、フロア固定部材、第一マット固定部材、中間部材、第二マット固定部材をそれ
ぞれ連結して固定する構造としたため、強固な固定構造とすることができる。
【００３５】
　請求項９に係る発明は、前記中間係止受け部と前記第一係止部とが係止位置にあること
を確認可能な係止位置確認構造を備えることを特徴とする。
【００３６】
　請求項９の構成によれば、第一マット固定部材は中間部材の下方に位置し、回転操作に
より係止されるため、正規の回転位置で係止しているか否か確認しづらいが、係止位置確
認構造を設けたため、中間部材が第一マット固定部材に係止された状態でも、確実に係止
状態であることを確認することができる。
【００３７】
　請求項１０に係る発明は、クリック感により前記係止位置を確認する前記係止位置確認
構造は、前記第一マット固定部材と前記中間部材の一方にクリック凹部を設けると共に、
他方にクリック凸部を設け、前記係止位置で前記クリック凹部と前記クリック凸部が係合
することを特徴とする。
【００３８】
　請求項１０の構成によれば、回転操作により第一マット固定部材と中間部材とが係止状
態となるときに、クリック感が発生するため係止位置を確実に認識することができる。
【００３９】
　請求項１１に係る発明は、視認により前記係止位置を確認する前記係止位置確認構造は
、前記第一マット固定部材との回転位置を確認できる開口部を前記中間部材に設け、前記
第一マット固定部材には、前記中間部材と係止状態で前記開口部から視認不可能な位置に
目印を設けたことを特徴とする。
【００４０】
　請求項１１の構成によれば、開口部から目印が視認される場合には正規の係止位置でな
いことが確認できる。
【００４１】
　請求項１２に係る発明は、視認により前記係止位置を確認する前記係止位置確認構造は
、前記第一マット固定部材との回転位置を確認できる開口部を前記中間部材に設け、前記
第一マット固定部材には、前記中間部材と係止状態で前記開口部から視認可能な位置に目
印を設けたことを特徴とする。
【００４２】
　請求項１２の構成によれば、開口部から目印がずれて視認された場合には正規の係合位
置でないことが確認できる。
【００４３】
　請求項１３に係る発明は、視認により前記係止位置を確認する前記係止位置確認構造は
、前記第一マット固定部材との回転位置を確認できる開口部を前記中間部材に設け、前記
第一マット固定部材は、係止状態で前記開口部から視認可能な位置の色と他の部位の色と
が異なることを特徴とする。
【００４４】
　請求項１３の構成によれば、開口部に現われる色を確認することにより、正規の係止位
置であるか否かを判断することができる。
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【００４５】
　請求項１４に係る発明は、第一部材を部材に設けられた固定部材に固定する固定構造に
おいて、前記第一部材に固定した第一固定部材と、前記第一固定部材に着脱自在に固定す
る中間部材とを備え、前記固定部材は軸状の回転ノブを備え、前記第一固定部材には前記
回転ノブを挿入する第一挿入受け部を設け、前記第一固定部材の前記第一挿入受け部に挿
入した前記回転ノブの回転により前記第一挿入受け部に該回転ノブが係止して前記部材に
前記第一固定部材が固定され、前記第一固定部材には前記中間部材と係止可能な第一係止
部を設け、前記中間部材には前記第一係止部と係止可能な中間係止受け部を設け、前記中
間部材の回転操作を行うことにより、前記中間係止受け部と前記第一係止部が係止して前
記第一固定部材に前記中間部材が固定され、前記中間係止受け部と前記第一係止部とが係
止位置にあることを確認可能な係止位置確認構造を備えることを特徴とする。
【００４６】
　請求項１４の構成によれば、第一固定部材は中間部材の下方に位置し、回転操作により
係止されるため、正規の回転位置で係止しているか否か確認しづらいが、係止位置確認構
造を設けたため、中間部材が第一固定部材に係止された状態でも、確実に係止状態である
ことを確認することができる。
【００４７】
　請求項１５に係る発明は、クリック感により前記係止位置を確認する前記係止位置確認
構造は、前記第一固定部材と前記中間部材の一方にクリック凹部を設けると共に、他方に
クリック凸部を設け、前記係止位置で前記クリック凹部と前記クリック凸部が係合するこ
とを特徴とする。
【００４８】
　請求項１５の構成によれば、回転操作により第一固定部材と中間部材とが係止状態とな
るときに、クリック感が発生するため係止位置を確実に認識することができる。
【００４９】
　請求項１６に係る発明は、視認により前記係止位置を確認する前記係止位置確認構造は
、前記第一固定部材との回転位置を確認できる開口部を前記中間部材に設け、前記第一固
定部材には、前記中間部材と係止状態で前記開口部から視認不可能な位置に目印を設けた
ことを特徴とする。
【００５０】
　請求項１６の構成によれば、開口部から目印が視認される場合には正規の係止位置でな
いことが確認できる。
【００５１】
　請求項１７に係る発明は、視認により前記係止位置を確認する前記係止位置確認構造は
、前記第一固定部材との回転位置を確認できる開口部を前記中間部材に設け、前記第一固
定部材には、前記中間部材と係止状態で前記開口部から視認可能な位置に目印を設けたこ
とを特徴とする。
【００５２】
　請求項１７の構成によれば、開口部から目印がずれて視認された場合には正規の係合位
置でないことが確認できる。
【００５３】
　請求項１８に係る発明は、視認により前記係止位置を確認する前記係止位置確認構造は
、前記第一固定部材との回転位置を確認できる開口部を前記中間部材に設け、前記第一固
定部材は、係止状態で前記開口部から視認可能な位置の色と他の部位の色とが異なること
を特徴とする。
【００５４】
　請求項１８の構成によれば、開口部に現われる色を確認することにより、正規の係止位
置であるか否かを判断することができる。 
【００５５】
　請求項１９に係る発明は、第一マット本体を車両の床面に設けられたフロア固定部材に
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固定する車両用フロアマットの固定構造において、前記車両の床面に設けた前記フロア固
定部材と、前記第一マット本体に固定した第一マット固定部材と、前記第一マット固定部
材に着脱自在に固定する中間部材とを備え、前記フロア固定部材は上下方向を軸としたフ
ロア回転ノブを備え、前記第一マット固定部材には前記フロア回転ノブを挿入する第一挿
入受け部を設け、前記第一マット固定部材の前記第一挿入受け部に挿入した前記フロア回
転ノブの回転により前記第一挿入受け部に該フロア回転ノブが係止して前記車両に前記第
一マット本体が固定され、前記第一マット固定部材の上部には前記中間部材と係止可能な
第一係止部を設け、前記中間部材の下部には前記第一係止部と係止可能な中間係止受け部
を設け、前記中間係止受け部と前記第一係止部が係止して前記第一マット固定部材に前記
中間部材が固定され、前記第一マット固定部材の前記第一係止部は、前記第一マット固定
部材の上部に設けた外向き鍔部であり、前記外向き鍔部を部分的に切り欠いて挿通部を設
け、前記中間部材の前記中間係止受け部は、前記中間部材の下部に設けられ前記挿通部に
上方から挿通可能で、前記中間部材の回転により前記外向き鍔部の下面に係止する内向き
鍔部であり、前記中間部材の下部には前記内向き鍔部とは異なる位置に固定用凸部が設け
られ、前記内向き鍔部が前記外向き鍔部の前記挿通部に挿通された状態で、前記中間部材
を回転させることにより前記固定用凸部が前記外向き鍔部の前記挿通部に回り止め状態で
嵌合することを特徴とする。
【００５６】
　請求項１９の構成によれば、固定構造の上部に中間部材を配置することにより、固定構
造内部の目隠しとすることができる。また、固定構造の内部への砂，土や塵埃等の侵入を
防止することができる。また、固定用凸部が外向き鍔部の挿通部に嵌合することにより中
間部材が所定の回転位置で位置決め固定される。
【００５７】
　請求項２０に係る発明は、前記中間部材の上面に対をなす切り込みを設けることにより
前記対をなす切り込みの間に弾性片を設け、前記弾性片の外端側に前記固定用凸部を設け
たことを特徴とする。
【００５８】
　請求項２０の構成によれば、弾性を有する弾性片の弾性復元力により固定用凸部を挿通
部方向に付勢することができ、この付勢により嵌合が維持されるため、乗員の足の接触等
による予期せぬ固定解除を防ぐことができる。
【００５９】
　請求項２１に係る発明は、前記弾性片の外端側を引き上げることにより、前記固定用凸
部と前記外向き鍔部の前記挿通部との嵌合が解除され、この嵌合が解除された状態で前記
中間部材を回動することにより前記第一マット固定部材と前記中間部材との係止が解除さ
れるように構成したことを特徴とする。
【００６０】
　請求項２１の構成によれば、弾性片の外端側を引き上げ、回転操作することにより、第
一マット固定部材と中間部材との組み付けを容易に解除することができる。
【００６１】
　請求項２２に係る発明は、前記中間部材の前記固定用凸部には、前記内向き鍔部が前記
外向き鍔部の前記挿通部に挿通された状態で、前記外向き鍔部に当接して前記弾性片の外
端側が上側になるように該弾性片を弾性変形させる当接部を設けたことを特徴とする。
【００６２】
　請求項２２の構成によれば、内向き鍔部を外向き鍔部の挿通部に挿通すると、当接部が
外向き鍔部に当接して弾性片の外端側が持ち上がるように該弾性片が弾性変形する。ここ
から中間部材を回し、内向き鍔部が挿通部の位置に来ると、弾性片の弾性復元力により固
定用凸部が挿通部に嵌合する。
【００６３】
　請求項２３に係る発明は、前記第一マット固定部材の上面には、前記固定用凸部と前記
外向き鍔部の前記挿通部とが嵌合位置にあることを確認できる確認手段が設けられている
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ことを特徴とする。
【００６４】
　請求項２３の構成によれば、中間部材を第一マット固定部材の上面に取り付けた状態で
は、固定用凸部が挿通部との嵌合位置にあるか否かを確認することが困難である。これに
対して確認手段を設けることにより前記嵌合を確認することができる。
【００６５】
　請求項２４に係る発明は、前記確認手段は前記第一マット固定部材の上面に設けられた
凹部であり、該凹部は前記固定用凸部と前記外向き鍔部の前記挿通部とが嵌合した状態で
前記中間部材の弾性片の外端側が位置する近傍に設けられていることを特徴とする。
【００６６】
　請求項２４の構成によれば、固定状態では凹部に対応した位置に弾性片の外端側が位置
することとなり、この状態を確認することにより第一マット固定部材と中間部材とが固定
状態にあることを確認することができる。
【００６７】
　請求項２５に係る発明は、前記第一固定部材の前記第一係止部は、前記第一固定部材の
上部に設けた外向き鍔部であり、前記外向き鍔部を部分的に切り欠いて挿通部を設け、前
記中間部材の前記中間係止受け部は、前記中間部材の下部に設けられ前記挿通部に上方か
ら挿通可能で、前記中間部材の回転により前記外向き鍔部の下面に係止する内向き鍔部で
あり、前記中間部材の下部には前記内向き鍔部とは異なる位置に固定用凸部が設けられ、
前記内向き鍔部が前記外向き鍔部の前記挿通部に挿通された状態で、前記中間部材を回転
させることにより前記固定用凸部が前記外向き鍔部の前記挿通部に回り止め状態で嵌合す
ることを特徴とする。
【００６８】
　請求項２６に係る発明は、前記中間部材の上面に対をなす切り込みを設けることにより
前記対をなす切り込みの間に弾性片を設け、前記弾性片の外端側に前記固定用凸部を設け
たことを特徴とする。
【００６９】
　請求項２７に係る発明は、前記弾性片の外端側を引き上げることにより、前記固定用凸
部と前記外向き鍔部の前記挿通部との嵌合が解除され、この嵌合が解除された状態で前記
中間部材を回動することにより前記第一固定部材と前記中間部材との係止が解除されるよ
うに構成したことを特徴とする。
【００７０】
　請求項２８に係る発明は、前記中間部材の前記固定用凸部には、前記内向き鍔部が前記
外向き鍔部の前記挿通部に挿通された状態で、前記外向き鍔部に当接して前記弾性片の外
端側が上側になるように該弾性片を弾性変形させる当接部を設けたことを特徴とする。
【００７１】
　請求項２９に係る発明は、前記第一固定部材の上面には、前記固定用凸部と前記外向き
鍔部の前記挿通部とが嵌合位置にあることを確認できる確認手段が設けられていることを
特徴とする。
【００７２】
　請求項３０に係る発明は、前記確認手段は前記第一固定部材の上面に設けられた凹部で
あり、該凹部は前記固定用凸部と前記外向き鍔部の前記挿通部とが嵌合した状態で前記中
間部材の弾性片の外端側が位置する近傍に設けられていることを特徴とする。
【００７３】
　前記請求項２５～３０の構成によれば、前記請求項１９～２４に対応した効果を奏する
。
【発明の効果】
【００７４】
　本発明の車両用フロアマットの固定構造によれば、車両の床面に第一マット本体を固定
することができ、また、第一マット固定部材の内部への砂や土等の侵入を防止することが
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できる。
【００７５】
　さらに、本発明の部材への固定構造によれば、第一固定部材の内部への砂や土等の侵入
を防止することができ、また、フロア回転ノブによる係止状態を確認することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の実施例１を示す固定構造の全体断面図である。
【図２】同上、中間回転ノブが非ロック位置の全体断面図である。
【図３】同上、フロア回転ノブがロック位置の断面図である。
【図４】同上、フロア回転ノブが非ロック位置の断面図である。
【図５】同上、貫通孔の平面図である。
【図６】同上、第一マット本体を敷設した状態の平面図である。
【図７】同上、第一マット固定部材の要部の断面図である。
【図８】同上、第一挿入受け部にフロア回転ノブを係止した状態の断面図である。
【図９】同上、分解斜視図である。
【図１０】同上、第一マット及び第二マット固定部材の下部半体の斜視図である。
【図１１】同上、フロア固定部材の斜視図である。
【図１２】同上、フロア固定部材と第一マット固定部材の斜視図である。
【図１３】同上、フロア固定部材と第一マット固定部材と中間部材の斜視図である。
【図１４】同上、全体斜視図である。
【図１５】同上、位置決め突起と係合溝部周りの拡大断面説明図である。
【図１６】同上、中間部材を下から見た斜視図である。
【図１７】同上、一部を切り欠いた係止構造の斜視図である。
【図１８】同上、第一マット固定部材の上部半体の斜視図である。
【図１９】同上、ノブ係止受け部周りの斜視図である。
【図２０】同上、ノブ係止受け部の規制用突起部にフロア回転ノブが当接した状態の斜視
図である。
【図２１】同上、ノブ係止受け部にフロア回転ノブが係止した状態の斜視図である。
【図２２】同上、フロア固定部材への第一マット固定部材と中間部材の取付を説明する平
面である。
【図２３】同上、中間回転ノブの操作を説明する平面図である。
【図２４】本発明の実施例２を示すノブ係止受け部の規制用突起部にフロア回転ノブが係
止した状態の斜視図である。
【図２５】本発明の実施例３を示すノブ係止受け部の規制用突起部にフロア回転ノブが係
止した状態の斜視図である。
【図２６】本発明の実施例４を示す係止位置確認構造を説明する平面図である。
【図２７】同上、第一マット固定部材の平面図である。
【図２８】本発明の実施例５を示す係止位置確認構造を説明する平面図である。
【図２９】同上、第一マット固定部材の平面図である。
【図３０】本発明の実施例６を示す係止位置確認構造を説明する平面図である。
【図３１】本発明の実施例７を示す中間部材の変形例を示す斜視図である。
【図３２】本発明の実施例８を示す固定構造の断面図である。
【図３３】同上、固定構造を備えた容器本体の斜視図である。
【図３４】本発明の実施例９を示す分解斜視図である。
【図３５】同上、弾性片回りの斜視図である。
【図３６】同上、中間部材の平面図である。
【図３７】同上、中間部材の底面図である。
【図３８】同上、第一マット固定部材の平面図である。
【図３９】同上、挿通部に中間係止受け部を挿通した状態の平面図である。
【図４０】同上、挿通部に中間係止受け部を挿通した状態の第一マット固定部材の上部半
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体と中間部材の断面図である。
【図４１】同上、第一係止部に固定用凸部の下端を当接した状態の断面図である。
【図４２】同上、挿通部に固定用凸部を嵌合した状態の平面図である
【図４３】同上、一部を切り欠いた弾性片周りの斜視図である。
【図４４】同上、挿通部に固定用凸部を嵌合した状態の第一マット固定部材の上部半体と
中間部材の断面図である。
【図４５】本発明の実施例１０を示す弾性片周りの斜視図である。
【図４６】同上、確認手段周りの斜視図である。
【図４７】同上、第一マット固定手段に中間部材を取り付けた状態の平面図である。
【図４８】本発明の実施例１１を示す第一固定手段に中間部材を取り付けた状態の平面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００７７】
　以下、図面を参照して、本発明の車両用フロアマットの固定構造及び部材への固定構造
の実施例について説明する。
【実施例１】
【００７８】
　図１～図２３は本発明の実施例１を示し、同図に示すように、車両用フロアマットの固
定構造１は、車両のフロア２に設けた車両側カーペット３に固定したフロア固定部材４と
、前記車両側カーペット３上に着脱可能に敷設する第一マット本体５と、この第一マット
本体５に固定され前記フロア固定部材４に着脱可能に固定される第一マット固定部材６と
、前記第一マット本体５上に着脱可能に敷設する第二マット本体７と、この第二マット本
体７に固定され前記第一マット固定部材６に着脱可能に固定される第二マット固定部材８
と、前記フロア固定部材４と第一マット固定部材６の間に設けるアタッチメントたる中間
部材71とを備える。
【００７９】
　また、前記フロア固定部材４，第一マット固定部材６，第二マット固定部材８及び中間
部材71は合成樹脂製であって、この合成樹脂としては、ＰＯＭ（ポリアセタール）などが
例示される。また、前記フロア固定部材４，第一マット固定部材６及び第二マット固定部
材８，フロア回転ノブ31及び中間回転ノブ31Ａにより、第一，第二マット本体５，７の固
定構造１を構成している。尚、車両側カーペット３は車両に固定されている。
【００８０】
　車両側カーペット３が板状の部材であり、フロア固定部材４が固定部材であり、また、
第一マット本体５が板状の第一部材であり、第一マット固定部材６が第一固定部材である
。さらに、フロア回転ノブ31が回転ノブである。
【００８１】
　また、第二マット本体７が板状の第二部材であり、第二マット固定部材８が第二固定部
材である。尚、中間部材71がカバー部材である。
【００８２】
　図２ではフロア固定部材４のフロア回転ノブ31により、フロア固定部材４に第一マット
固定部材６が固定され、第一マット固定部材６に中間部材71が固定され、一方、中間部材
71の中間回転ノブ31Ａに対して第二マット固定部材８は非固定状態である。
【００８３】
　また、前記第一マット本体５は、下部に設けられたゴムなどからなるシート状のベース
層（図示せず）と、上部に設けられたパイルや毛からなるカーペット（図示せず）とを備
え、そのパイルや毛の上端は自由端に形成されている。
【００８４】
　さらに、第二マット本体７は合成樹脂又はゴムなどからなり、熱可塑性樹脂（例えば、
ポリ塩化ビニル、エチレン－酢酸ビニル共重合体、ポリエチレンなど）、熱可塑性エラス
トマー（例えば、スチレン系熱可塑性エラストマー、ポリオレフィン系熱可塑性エラスト
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マー、ポリ塩化ビニル系エラストマーなど）、熱硬化性樹脂（例えば、フェノール樹脂、
ポリウレタン、不飽和ポリエステル樹脂など）、或いは天然又は合成ゴム（例えば、スチ
レン－ブタジエンゴム、ブタジエンゴム、イソプレンゴム、ニトリル－ブタジエンゴムな
ど）などを挙げることができる。これらの中でも、軽量かつリサイクルし易い熱可塑性エ
ラストマーからなるのが好まく、さらに、弾力性を備えることが好ましい。また、第二マ
ット本体７の硬度（ショアーＡ硬度）は、５０～９０程度であるのが好ましく、６５～７
５程度であるのがより好ましい。
【００８５】
　また、第二マット本体７は第一マット本体５より防水性に優れると共に、第二マット本
体７の上面は第一マット本体５の上面より濡れ性が低い。即ち、第一マット本体５の上面
は、カーペットのパイルや毛により濡れ易く、第二マット本体７は合成樹脂やゴムからな
るため第一マット本体５より撥水性に優れる。
【００８６】
　図６において、前記第一マット本体５は、車両の運転席側のフロア２に敷設されるもの
を例示している。前記フロア２の運転側には、右側に前後方向（一側方向）に長いアクセ
ルペダル９が配置され、このアクセルペダル９の左側には、左右方向（他側方向）に長い
ブレーキペダル10が配置されている。また、前記第一マット本体５の前右角部には、前記
アクセルペダル９に対応して凹部５Ａが設けられている。さらに、前記第一マット本体５
の前端縁５Ｂが前記ブレーキペダル10に近接配置されていると共に、前記第一マット本体
５の前端縁５Ｂと前記ブレーキペダル10との間に間隔を設けており、この間隔により第一
マット本体５と前記ブレーキペダル10が干渉しないように配置されている。
【００８７】
　図３に示すように、前記フロア固定部材４は、車両側カーペット３に固定するカーペッ
ト固定部11を備える。このカーペット固定部11は、車両側カーペット３の上面に配置する
平板状の上ベース部12と、車両側カーペット３の下面に配置され前記上ベース部12との間
に車両側カーペット３を挟む下挟着部13とを備える。前記上ベース部12の平面形状は略長
方形であり、前記下挟着部13の平面形状は前記上ベース部12と同一方向に長い略長方形で
あり、前記下挟着部13は前記上ベース部12より小さく形成されている。また、図１１に示
すように、前記上ベース部12の上面には向きを示す印12Ｍが設けられ、この印12Ｍは矢印
の形をなすものであって、車両の前方を示している。
【００８８】
　前記上ベース部12の下面には、長さ方向一側に挿通部14が突設され、この挿通部14の下
端に前記下挟着部13の長さ方向一端を連結し、前記挿通部14と前記下挟着部13との間には
薄肉状のヒンジ部15が設けられている。また、前記下挟着部13の長さ方向他端側には、弾
性爪片16を上向きに突設し、この弾性爪片16が弾発的に連結する爪受け部17が、前記上ベ
ース部12の下面に設けられている。さらに、その爪受け部17より外側に位置して、前記下
挟着部13の他端には上側に屈曲した立上り部18を設けており、固定状態で前記立上り部18
の内側に前記爪受け部17が隠れる。また、前記下挟着部13の上面には複数の凹凸部19が形
成され、左右方向の凹凸部19が前後方向に並んで設けられている。そして、前記弾性爪片
16と前記爪受け部17とにより、上ベース部12と下挟着部13の他側を弾発的に連結するフロ
ア固定部材４の連結部20を構成している。
【００８９】
　図３に示すように、前記フロア固定部材４の取付位置に対応して、車両側カーペット３
には、前後で対をなす一方及び他方の挿通孔21，22が穿設されている。
【００９０】
　そして、車両側カーペット３の上方から一方の挿通孔21に前記下挟着部13を挿通すると
共に、他方の挿通孔22に前記爪受け部17を挿入し、この挿通した前記下挟着部13を、前記
ヒンジ部15を中心にカーペット３の下面側に折曲げ、先端の前記弾性爪片16を前記爪受け
部17に弾発的に係止することにより、前記上ベース部12と前記下挟着部13が車両側カーペ
ット３を上下から挟着し、フロア固定部材４が車両側カーペット３に固定される。
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【００９１】
　前記固定状態で、前記弾性爪片16，爪受け部17及び立上り部18は、他方の挿通孔22内に
収納され、前記爪受け部17は弾性爪片16と立上り部18により挟まれているから、前記爪受
け部17が他方の挿通孔22の内縁に当たることがない。また、前記弾性爪片16が他方の挿通
孔22の内縁に当たっても前記弾性爪片16は係止方向に押されるから、前記爪受け部17から
弾性爪片16が外れることがない。さらに、固定状態で車両側カーペット３の下面には前記
凹凸部19が当接しているから、車両側カーペット３に対するフロア固定部材４の位置ずれ
を防止できる。
【００９２】
　前記フロア固定部材４には、フロア回転ノブ31を装着するノブ装着部分30が設けられて
いる。以下、ノブ装着部分30の構成について説明する。前記上ベース部12の略中央には貫
通孔23が穿設されていると共に、この貫通孔23に連通する筒部24が上ベース部12から上方
に突設されている。図１１などに示すように、前記筒部24の上部の中央に一段高い中央上
面25を設けている。この中央上面25はフロア固定部材４の幅方向（左右方向）に長く形成
され、その中央上面25の下部周囲には係入部たる係入外周部26が設けられ、この係入外周
部26の下部に前記中央上面25より一段低い横方向の段差面27が周設され、この段差面27は
、前記中央上面25の幅方向両側が長さ方向両側より広く形成されている。即ち、段差面27
の幅広部27Ｗ（図８）が中央上面25の幅方向両側に設けられ、段差面27の幅狭部27Ｓ（図
７）が中央上面25の長さ方向両側に設けられている。また、前記中央上面25の略中央には
該中央上面25と同一方向に長い長孔28が穿設されている。
【００９３】
　図１１及び図２２（Ａ）に示すように、前記筒部24の下部には前後に凹部24Ａ，24Ａを
形成すると共に、この凹部24Ａの中央に位置決め突起111を設けている。前記凹部24Ａの
底部は直線状をなし、前記突起上部111Ｂの先端は筒部24の外周に対応した位置に設けら
れ、即ち、突起上部111Ｂの先端は筒部24の半径位置に設けられている。以上がノブ装着
部分30の主要な構成である。
【００９４】
　また、前記上ベース部12の下面には前記貫通孔23を挟んだ両側に凹凸部29が形成されて
いる。
【００９５】
　前記フロア固定部材４の前記上ベース部12の前記筒部24には、合成樹脂製のフロア回転
ノブ31が回転可能に軸支され、このフロア固定部材４に設けたフロア回転ノブ31が、前記
第一マット固定部材６に係止するフロア側係止部である。
【００９６】
　前記フロア回転ノブ31は、上部に操作子32を有すると共に、下部に抜止め連結部たる連
結保持部33を有し、前記操作子32と前記連結保持部33の間に、軸部たる中部34を一体に有
する。前記操作子32は前記中央上面25に摺動する長さ方向のベース部35を有する。また、
操作子32は、その平面形状が前記ベース部35の長さ方向に長く形成されており、幅方向両
側面に凹部たる凹状湾曲面32Ｗ，32Ｗが形成され、図７などに示すように、操作子32は両
側の凹状湾曲面32Ｗ，32Ｗに挟まれた長さ中央部分が長さ方向両端側部分より幅狭に形成
されている。
【００９７】
　また、図７などに示すように、前記フロア回転ノブ31の前記ベース部35の下面には、前
記中部34を中心とした円形座面35Ａが突出形成され、この円形座面35Ａに対応して、前記
筒部24の前記中央上面25に円形凹部25Ａが形成され、この円形凹部25Ａは前記長孔28の上
部に形成されている。そして、前記円形凹部25Ａに前記円形座面35Ａが係入し、この係入
状態で前記フロア回転ノブ31が回転操作される。尚、円形凹部25Ａの幅方向両側は、前記
係入外周部26の幅方向両側の中央に設けた開口部25Ｂ，25Ｂにより開口している（図１１
）。
【００９８】
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　前記中部34は、断面が非円形で、この例では断面略正方形であり、角を面取りした湾曲
角部を備え、隣り合う湾曲角部の間に直線部が形成されている。
【００９９】
　前記連結保持部33は、前記操作子32と同一方向に長く形成され、その上面33Ｕが前記中
部34より幅広であり、下方に向って幅狭に形成されている。具体的には、前記連結保持部
33は、対をなす長さ方向の側面33Ｌ，33Ｌ間が下方に向かって狭まり（図７）、対をなす
幅方向の側面33Ｗ，33Ｗ間が下方に向かって狭まる形状をなす（図８）。
【０１００】
　前記フロア回転ノブ31の下部は、前記長孔28から前記筒部24内に挿入される。前記フロ
ア固定部材４には、前記フロア回転ノブ31を抜け止め状態で係止すると共に回転自在に軸
支するノブ受け部40が設けられている（図８）。尚、前記ノブ装着部分30は前記ノブ受け
部40を備える。
【０１０１】
　前記ノブ受け部40には、前記フロア回転ノブ31の前記中部34が係合する保持壁部43，43
が設けられており、これら両側の保持壁部43，43間に挟まれて前記中部34が保持される。
また、前記保持壁部43，43は内側に張り出して形成され、保持壁部43は、前記中部34の回
転により該中部34から荷重を受ける。
【０１０２】
　そして、組立時には、フロア回転ノブ31の連結保持部33を長孔28に挿通して保持壁部43
，43間に挿入すると、連結保持部33が保持壁部43，43間に圧入されると共に、保持壁部43
，43間が弾性変形して開き、連結保持部33が保持壁部43，43間を通過すると、保持壁部43
，43が復帰し、抜け止め状態となり、フロア回転ノブ31の円形座面35Ａが長孔28の上部の
円形凹部25Ａに係入する。
【０１０３】
　次に、前記車両側カーペット３に固定する前記第一マット固定部材６の詳細について説
明する。図９などに示すように、前記第一マット固定部材６は、前記第一マット本体５を
上下から挟んで組み付けられる上部半体51と下部半体52とを備える。前記上部半体51の本
体51Ｈは、略円形状をなし、その本体51Ｈの上面51Ｊは平坦に形成されている。また、上
部半体51の本体51Ｈには、上連結筒部53が中央から下方に突設されている。一方、前記下
部半体52の本体52Ｈは略正方形形状をなし、前記上連結筒部53に連結する下連結筒部54が
中央から上方に突設されている。尚、下連結筒部54は本体52Ｈの開口部54Ａに設けられて
いる。そして、前記上連結筒部53と下連結筒部54により、半体連結部55を構成している。
【０１０４】
　図１及び図２などに示すように、前記上連結筒部53の外周には、係止鍔部56を多段に周
設し、この係止鍔部56は、その下面が内側から外側に向って高くなるように傾斜すると共
に、その上面が略水平をなしている。また、前記下連結筒部54には、下端が開口した複数
の切欠き57，57を周方向に間隔を置いて設け、これら切欠き57，57間に、下端が自由端を
なす係止受け片58を設け、この係止受け片58の下端内面に、前記係止鍔部56が係止する係
止爪部59を設け、この係止爪部59は、その上面が内側から外側に向って高くなるように傾
斜し、下面が略水平をなしている。尚、この例では、４つの係止受け片58が円周方向に等
間隔で設けられている。また、係止鍔部56は、前記上連結筒部53の全周に設けてもよいし
、前記係止爪部59に対応する箇所のみに設けてもよい。
【０１０５】
　さらに、図８等に示すように、前記上部半体51の本体51Ｈには、上，下連結筒部53，54
を挟むようにして前後に係合ピン60，60が下方に突設されている。これら係合ピン60，60
に対応して、前記下部半体52の本体52Ｈの前後には係合筒部60Ａ，60Ａが突設され、前記
係合筒部60Ａに前記係合ピン60が係入する。尚、逆に、上部半体51の本体51Ｈに係合筒部
60Ａを設け、下部半体52の本体52Ｈに係合ピン60を設けてもよい。
【０１０６】
　そして、係止鍔部56と係止爪部59により、上連結筒部53と下連結筒部54とを連結する連
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結手段を構成している。
【０１０７】
　したがって、下連結筒部54内に上連結筒部53を挿入すると、係止受け片58が弾性変形し
て外側に移動し、所定の位置の係止鍔部56が係止爪部59に抜け止め状態で係止し、これに
より上，下連結筒部53，54が連結される。
【０１０８】
　図１及び図５などに示すように、前記第一マット本体５には、前記半体連結部55を挿入
する中央貫通孔61が穿設されており、前記中央貫通孔61内において前記半体連結部55の連
結を行うことによって、上，下部半体51，52により第一マット本体５を挟着した状態で、
第一マット固定部材６を第一マット本体５に固定することができる。また、前記第一マッ
ト本体５には、前記係合筒部60Ａ，60Ａを挿入する外側貫通孔61Ａ，61Ａが穿設されてお
り、図５に示すように、外側貫通孔61Ａ，61Ａは前記中央貫通孔61に連通し、前記外側貫
通孔61Ａ，61Ａ内において前記係合筒部60Ａに前記係合ピン60を係入する。尚、外側貫通
孔61Ａは平面において中央貫通孔61の外周から突出するように形成されている。また、外
側貫通孔61Ａを中央貫通孔61に連通しないように別個に設けてもよい。
【０１０９】
　さらに、図９などに示すように、前記上部半体51の本体51Ｈの周囲下面には前記第一マ
ット本体５に挿入係止するピン62を複数設けると共に、前記下部半体52の本体52Ｈの周囲
上面には前記第一マット本体５に挿入係止するピン63を複数設け、それらピン62，63によ
り前記第一マット本体５に対して第一マット固定部材６を回り止め状態で固定することが
できる。また、中央貫通孔61の両側に位置する前記外側貫通孔61Ａ，61Ａ内において前記
係合筒部60Ａに前記係合ピン60を係入するため、前記第一マット本体５に対して第一マッ
ト固定部材６を確実に回り止めすることができる。
【０１１０】
　また、前記上連結筒部53内には、フロア側係止部たる前記フロア回転ノブ31が係止可能
な第一挿入受け部65が設けられている。この第一挿入受け部65は、前記上連結筒部53内に
設けられ該上連結筒部53より小さな受け長孔66と、この受け長孔66の幅方向両側に設けた
仕切り板状の係止受け部67，67とを備え、前記受け長孔66は前記フロア回転ノブ31の操作
子32が挿通可能な大きさを有する。そして、前記受け長孔66に前記筒部24の前記中央上面
25が下から係入し、図２，図４及び図２２（Ａ）（Ｂ）などに示すように、その受け長孔
66に前記係入外周部26が係入し、これにより第一マット固定部材６がフロア固定部材４に
対して回転することが防止され、且つフロア固定部材４に対する第一マット固定部材６の
向きが規定される。また、前記受け長孔66に前記係入外周部26が係入した状態で、前記受
け長孔66の幅方向両側の前記係止受け部67の下面が前記段差面27に当接し、フロア固定部
材４に第一マット固定部材６が位置合わせされる。この状態でフロア回転ノブ31を平面略
９０度回すと、前記係止受け部67の上面に、ロック位置の前記操作子32が係止する。尚、
この場合の係止とは、係止受け部67と操作子32が当接する必要は無く、図１及び図８に示
すように、操作子32により係止受け部67が抜け止め状態となればよい。
【０１１１】
　図９などに示すように、前記位置決め突起111は、前記凹部24Ａ及び前記上ベース部12
の上面に一体に設けられた板片状をなす。また、位置決め突起111は、その突起下部111Ａ
より左右方向に大きな突起上部111Ｂを有し、図１５などに示すように、前記突起上部111
Ｂの断面形状は略楕円形又は略円形をなす。
【０１１２】
　さらに、前記第一マット固定部材６及び第二マット固定部材８には、図１５に示すよう
に、前記位置決め突起111が係脱可能な係合溝部112が縦設され、この係合溝部112は、印8
1の位置に対応して、前記上連結筒部53内に設けられている。具体的には、前記上連結筒
部53の内面に左右の縦壁部113，113を突設し、これら左右の縦壁部113，113の上端は前記
係止受け部67の下面に連結され、それら左右の縦壁部113，113の間により係合溝部112を
構成している。前記係合溝部112の下部には下方に向かって拡大する案内部112Ａを設け、
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この案内部112Ａの上部に係止部112Ｂを設け、この係止部112Ｂの幅より溝上部112Ｃの幅
が広く形成されている。尚、係止部112Ｂの幅は前記突起上部111Ｂの最大左右寸法より小
さい。
【０１１３】
　また、位置決め凸部たる前記位置決め突起111と位置決め凹部たる前記係合溝部112によ
り、フロア固定部材４に対する第一マット固定部材６の抜け止め防止手段及び回転防止手
段を構成している。
【０１１４】
　そして、前記第一マット固定部材６及び第二マット固定部材８の受け長孔66に操作子32
及び係入外周部26を挿入する際、案内部112Ａに突起上部111Ｂが挿入され、この突起上部
111Ｂが係止部112Ｂを通過する際に係止部112Ｂが広がるように弾性変形し、この際、ク
リック感が得られ、係止部112Ｂ間を通過した突起上部111Ｂが、溝上部112Ｃの間に抜け
止め状態で保持される。これによる効果として、第一マット固定部材６の連結前でも、フ
ロア固定部材４から第一マット固定部材６が浮き上がらず、その後のフロア回転ノブ31の
回動操作を容易に行うことができる。一方、逆に、第一マット固定部材６を所定以上の力
で持ち上げれば、突起上部111Ｂが係合溝部112から抜け、この際、係止部112Ｂが広がる
ように弾性変形してクリック感が得られる。また、筒部24の前後両側に位置決め突起111
，111が設けられ、これら位置決め突起111，111を前記係合溝部112，112に挿入すること
により、フロア固定部材４に対して、第一マット固定部材６が回り止め状態となる。また
、中間部材71と第二マット固定部材８においても、同様な効果が得られる。
【０１１５】
　前記フロア固定部材４の上部半体51の本体51Ｈの上面には、短筒部68が上方に突設され
、この短筒部68の上端に第一係止部たる外向き鍔部69が周設され、図１２などに示すよう
に、前記外向き鍔部69の左右に、該外向き鍔部69の一部を切り欠いた挿通部70，70が設け
られ、これにより挿通部70，70の間には、外向き鍔部69が分割された円弧状の分割外向き
鍔部69Ａ，69Ａが設けられている。尚、挿通部70の外周面は前記短筒部68の外周面と面一
になる。 
【０１１６】
　前記中間部材71は、円板状の本体71Ｈの周囲に筒状の外周部72を下向きに設けている。
前記本体71Ｈの外縁側には外側に向かって高くなる傾斜部73を設け、この傾斜部73の外側
に本体71Ｈの中央より一段高い周縁部74が設けられている。この周縁部74の前後には円弧
状の開口部75，75を上下に貫通形成し、これら開口部75，75の下部に位置して、前記外周
部72の下縁に内向きの内向き鍔部76，76が設けられ、この内向き鍔部76は、中間係止受け
部であって、円弧状をなし、上下方向から前記挿通部70に挿通可能な形状をなす。また、
内向き鍔部76は、前記外向き鍔部69の挿通部70に対応した凸形状を有し、中間部材71の前
後に設けられている。 尚、中間部材71の中心に対する挿通部70の角度θは略４５度であ
る（図２７）。また、中間部材71の中心に対する内向き鍔部76の角度は、前記角度θより
小さい略３７度であり、前記開口部75の角度より僅かに小さい。尚、前記開口部75の角度
は略４０度である。そして、内向き鍔部76の角度は１２度～６２度が好ましく、１２度未
満では幅が狭いため外向き鍔部69との係止強度が不足する場合があり、６２度を超えると
、中間部材71の回転がスムーズに行かない場合があるため上記範囲とし、さらに、好まし
い範囲は２２度～５２度である。
【０１１７】
　そして、第一マット固定部材６の上部に中間部材71を連結するには、第一マット固定部
材６の左右の挿通部70，70に上方から内向き鍔部76，76を挿通すると、内向き鍔部76が外
向き鍔部69の下方位置となり、ここから中間部材71を回動すると、外向き鍔部69の下面に
内向き鍔部76が係止し、第一マット本体５に中間部材71が取り付けられる。尚、外向き鍔
部69と内向き鍔部76は略水平に設けられている。
【０１１８】
　前記第一マット固定部材６と中間部材71との間にはクリック構造たる係止構造77が設け
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られている。この係止構造77は、図１７などに示すように、前記外向き鍔部69の下面と前
記内向き鍔部76の上面の一方にクリック凸部たる係止凸部78を設けると共に、他方にクリ
ック凹部たる係止凹部79を設けてなる。
【０１１９】
　この例の係止構造77では、前記外向き鍔部69の下面の周方向中央に係止凸部78を設け、
前記内向き鍔部76の上面の周方向中央に係止凹部79を設け、対をなす内向き鍔部76，76が
前後となる位置で係止凹部79と係止凸部78が係止し、クリック感が得られる。尚、係止凸
部78と係止凹部79は第一マット固定部材６の直径方向に形成されている。また、前記係止
位置で位置が合う印81，81Ａが前記外向き鍔部69の上面と前記第一マット固定部材６の前
記上部半体51の上面に設けられている。それら印81，81Ａは、三角形の図形からなり、凸
部や凹部あるいは着色などにより構成される。また、前記外周部72の外面には、左右に滑
り止め用の複数の凹凸部72Ａが形成されている。
【０１２０】
　そして、前記係止凸部78と係止凹部79により、前記係止受け部たる内向き鍔部76と前記
第一係止部たる外向き鍔部69とが正規の係止位置にあることをクリック感により確認可能
な係止位置確認構造80を構成している。
【０１２１】
　また、図４に示すように、中間部材71の本体71Ｈの中央にはノブ装着部分30Ａが設けら
れている。この中間部材71のノブ装着部分30Ａと前記ノブ装着部分30と略同一構成である
が、以下の点が相違する。ノブ装着部分30Ａの筒部24は前記ノブ装着部分30の筒部24より
低く形成されている。また、ノブ装着部分30Ａのノブ受け部40の高さは前記ノブ装着部分
30のノブ受け部40より低く形成されている。尚、ノブ装着部分30，30Ａの中央上面25は左
右方向に長く形成されている。
【０１２２】
　前記ノブ装着部分30Ａには、中間側係止部たる中間回転ノブ31Ａが上下軸を中心に回転
自在に装着される。この中間回転ノブ31Ａとフロア回転ノブ31と略同一構成であるが、以
下の点が相違する。前記中間回転ノブ31Ａの中部34はフロア回転ノブ31の中部34より軸方
向に短く、また、中間回転ノブ31Ａの連結保持部33は、フロア回転ノブ31の連結保持部33
より軸方向に短く形成されている。
【０１２３】
　前記中間部材71の本体71Ｈの下面には、フロア回転ノブ31の操作子32に上方から係止す
るノブ係止受け部82が設けられ、このノブ係止受け部82はフロア回転ノブ31と略同軸に設
けられている。
【０１２４】
　図１９～図２１に示すように、ノブ係止受け部82は、操作子32の長さ方向両側に係止す
る対をなす略コ字枠状の縦壁83，83と、規制用突起部84を備え、前記縦壁83が係止用突起
部である。前記コ字状縦壁83は、前記貫通孔23の前後に配置され、前記規制用突起部84は
前記貫通孔23の左右に配置されている。
【０１２５】
　そして、図２１に示すように、対をなす縦壁83，83が操作子32の長さ方向両側を挟むよ
うに外嵌係止し、中間部材71の回転がフロア回転ノブ31に伝達される。尚、前記規制用突
起部84が規制部であり、前記縦壁83の下縁が規制部である。
【０１２６】
　前記対をなす縦壁83，83とフロア回転ノブ31の操作子32とは向きが同一の場合のみ係止
する。そして、外向き鍔部69に内向き鍔部76を係止するには、上方から挿通部70に内向き
鍔部76を挿通するから、この際、フロア回転ノブ31が左右方向に向いていなければならな
い。また、前記規制用突起部84及び縦壁83の下縁は、対をなす縦壁83，83と操作子32との
向きが異なる場合に外向き鍔部69に内向き鍔部76が係止できないように規制する。即ち、
規制用突起部84は縦壁83に対して略９０度の位置にあり、図２０に示すように、操作子32
の上部に規制用突起部84が当接すると、図１の係止状態に対して、規制用突起部84の厚さ
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分だけ操作子32が下方になるため、外向き鍔部69に内向き鍔部76を係止することができな
い。尚、図２及び図４などに示すように、フロア回転ノブ31の操作子32は下部より上部が
小さいから、操作子32の向きが左右方向から多少ずれていても、縦壁83，83とフロア回転
ノブ31の操作子32とが係止する。
【０１２７】
　次に、フロア固定部材４への第一マット固定部材６の固定及び固定解除方法について説
明する。尚、図２２（Ａ）では、フロア回転ノブ31は左右方向を向き、図２２（Ｂ）では
、フロア回転ノブ31は左右方向を向き、図２２（Ｃ）では、中間回転ノブ31Ａ及び中間部
材71により隠れたフロア回転ノブ31は左右方向を向き、図２２（Ｄ）では中間回転ノブ31
Ａ及び中間部材71により隠れたフロア回転ノブ31は前後方向を向いている。
【０１２８】
　固定に際して、図２２（Ａ）に示すように、中央上面25の長さ方向にフロア回転ノブ31
の長さ方向を合わせるようにフロア回転ノブ31を回し、この位置がフロア回転ノブ31の非
ロック位置であり、フロア回転ノブ31は左右方向を向く。尚、フロア固定部材４は印12Ｍ
を前側にして車両側カーペット３に固定されている。
【０１２９】
　前記のようにフロア回転ノブ31を非ロック位置に回した後、車両側カーペット３の上に
第一マット本体５を重ね合わせて敷設し、同時に、受け長孔66を左右向きとした状態で、
第一マット固定部材６の第一挿入受け部65の受け長孔66に操作子32を挿通すると共に、該
受け長孔66内にフロア固定部材４の係入外周部26を係入する。第二マット本体７を用いず
に第一マット本体５のみを固定する場合は、図２２（Ｂ）の状態から操作子32を用いてフ
ロア回転ノブ31を非ロック位置から９０度回転してロック位置にすると、第一マット固定
部材６の係止受け部67上にフロア回転ノブ31のベース部35が係止し、フロア固定部材４に
第一マット固定部材６が固定されたロック状態となる。このロック位置ではフロア回転ノ
ブ31は前後向きとなる。尚、ロック位置のフロア回転ノブ31は一側方向である前後方向と
なり、非ロック位置のフロア回転ノブ31は他側方向である左右方向となり、一側方向に対
して他側方向は交差する方向である。
【０１３０】
　この場合、ロック位置及び非ロック位置において、フロア回転ノブ31の中部34は保持壁
部43，43に挟まれた状態であり、ここからフロア回転ノブ31を回転すると、保持壁部43の
面に中部34が接しながら回転し、保持壁部43が弾性変形することにより中部34が回転トル
クを受け、良好なクリック感が得られると共に、長期に渡ってそのクリック感を保持する
ことができる。
【０１３１】
　第一マット固定部材６に中間部材71を取り付ける場合は、フロア回転ノブ31を前記非ロ
ック位置に回し、この後、第一マット固定部材６の左右の挿通部70，70に上方から内向き
鍔部76を挿通すると、内向き鍔部76が外向き鍔部69の下方位置となり、同時に、中間部材
71の下面の対をなす縦壁83，83が操作子32に係止する。この状態でフロア回転ノブ31は左
右向き（図２２（Ｃ）：中間部材71の非ロック位置）であり、中間部材71の内向き鍔部76
，76は左右に位置する。ここから中間部材71を９０度回動すると（図２２（Ｄ）：中間部
材71のロック位置）、中間部材71とフロア回転ノブ31が一定的に回転し、外向き鍔部69の
下面に内向き鍔部76が係止し、同時に中間部材71に係止したフロア回転ノブ31がフロア固
定部材４に係止し、第一マット本体５に中間部材71が取り付けられる。
【０１３２】
　一方、フロア回転ノブ31がロック位置、即ち図２２（Ｂ）で前後向きの場合は、フロア
固定部材４に中間部材71を取り付けようとしても、図２０に示したように、フロア回転ノ
ブ31の操作子32に規制用突起部84，84が当たり、外向き鍔部69に内向き鍔部76を係止する
ことができない。また、フロア回転ノブ31の向きが斜めの場合は、縦壁83の下端が操作子
32に当たり、フロア固定部材４に中間部材71を取り付けることができない。
【０１３３】
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　このようにフロア固定部材４に中間部材71を取り付ける場合、フロア回転ノブ31が係止
解除位置である非ロック位置にある場合のみフロア固定部材４に中間部材71を取り付ける
ことができるように構成しており、且つ、中間部材71をフロア固定部材４に固定するため
に中間部材71を非ロック位置からロック位置に回転すると、中間部材71に隠れたフロア回
転ノブ31が回転してフロア固定部材４に係止する。従って、中間部材71をフロア固定部材
４に固定することにより、同時にフロア固定部材４に第一マット固定部材６を固定するこ
とができる。
【０１３４】
　また、中間部材71を非ロック位置からロック位置に回転すると、ロック位置において、
前記外向き鍔部69の係止凸部78と前記内向き鍔部76の係止凹部79とが係止して位置固定さ
れ、この際、クリック感が得られ、これにより正規のロック位置が分かる。また、ロック
位置において、印81，81Ａ同士の位置が合うことにより、視覚的にも正規のロック状態を
確認することができる。
【０１３５】
　次に、前記第一マット固定部材６に固定する第二マット固定部材８について説明する。
図９などに示すように、前記第二マット固定部材８は、前記第二マット本体７を上下から
挟んで組み付けられる上部半体51Ａと下部半体52Ａとを備え、前記下部半体52Ａは、前記
第一マット固定部材６の下部半体52と同一構成であり、共通の部品を用いることができる
。また、前記上部半体51Ａの本体51Ｈは、前記短筒部68，外向き鍔部69及び挿通部70が設
けられておらず、さらに、前記上部半体51Ａの本体51Ｈは、前記第一マット固定部材６の
本体51Ｈより直径が小さい。尚、第二マット固定部材８に設けられた前記第二挿入受け部
65Ａは第一挿入受け部65と略同一構成である。
【０１３６】
　尚、前記上部半体51Ａの本体51Ｈの直径は、前記下部半体52Ａの略方形の本体52Ｈの幅
と略等しい。
【０１３７】
　図１及び図５に示すように、前記第二マット本体７には、前記半体連結部55を挿入する
中央貫通孔161が穿設されており、前記中央貫通孔161内において前記半体連結部55の連結
を行うことにより、上，下部半体51Ａ，52Ａにより第二マット本体７を挟着した状態で、
第二マット固定部材８を第二マット本体７に固定することができる。また、前記第二マッ
ト本体７には、前記係合筒部60Ａ，60Ａを挿入する外側貫通孔161Ａ，161Ａが穿設されて
おり、図５に示すように、外側貫通孔161Ａ，161Ａは前記中央貫通孔161に連通し、前記
外側貫通孔161Ａ，161Ａ内において前記係合筒部60Ａに前記係合ピン60を係入する。尚、
外側貫通孔161Ａは平面において中央貫通孔161の外周から突出するように形成されている
。
【０１３８】
　さらに、図９などに示すように、前記上部半体51Ａの本体51Ｈの周囲下面には前記第二
マット本体７に挿入係止するピン62を複数設けると共に、前記下部半体52Ａの本体52Ｈの
周囲上面には前記第二マット本体７に挿入係止するピン63を複数設け、それらピン62，63
により前記第二マット本体７に対して第二マット固定部材８を回り止め状態で固定するこ
とができる。また、中央貫通孔161の両側に位置する前記外側貫通孔161Ａ，161Ａ内にお
いて前記係合筒部60Ａに前記係合ピン60を係入するため、前記第二マット本体７に対して
第二マット固定部材８を確実に回り止めすることができる。
【０１３９】
　第二マット本体７を第一マット本体５に取り付ける際は、操作子32を用いて中間回転ノ
ブ31Ａを前記非ロック位置に回し、この後、第一マット本体５上に第二マット本体７を重
ね合わせて敷設し、同時に、第二マット固定部材８の第二挿入受け部65Ａの受け長孔66に
、中間回転ノブ31Ａの操作子32を挿通すると共に、該受け長孔66内に中間部材71の係入外
周部26を係入する。次に、図２３（Ｂ）に示すように、中間回転ノブ31Ａを９０度回転し
てロック位置にすると、第二マット固定部材８の係止受け部67上に中間回転ノブ31Ａのベ
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ース部35が係止し、中間部材71に第二マット固定部材８が固定されたロック状態となる。
【０１４０】
　この場合、ロック位置及び非ロック位置において、中間回転ノブ31Ａの中部34は保持壁
部43，43に挟まれた状態であり、ここから中間回転ノブ31Ａを回転すると、保持壁部43の
面に中部34が接しながら回転し、保持壁部43が弾性変形することにより中部34が回転トル
クを受け、良好なクリック感が得られると共に、長期に渡ってそのクリック感を保持する
ことができる。
【０１４１】
　このように第二マット固定部材８により第二マット本体７が車両に固定されるため、運
転中などにおいて第二マット本体７が位置ずれすることがない。また、車両が走行中、路
面とタイヤの摩擦・衝突によって起こる騒音を、二重に敷設した第一，第二マット本体５
，７により低減することができる。
【０１４２】
　そして、車両側カーペット３と第一マット本体５と第二マット本体７とが重ね合された
状態で、フロア固定部材４，第一マット固定部材６，第二マット固定部材８を同一位置で
一体化することができる。このようにフロア固定部材４，第一マット固定部材６，第二マ
ット固定部材８は縦方向の軸を同軸として一体的に固定されるから、省スペースな固定構
造１が得られる。
【０１４３】
　さらに、取り外しの際は、中間回転ノブ31Ａを非ロック位置に回せば、中間回転ノブ31
Ａが第二マット本体７の受け長孔66を挿通可能となり、上の第二マット本体７のみを取り
外すことができる。
【０１４４】
　また、フロア固定部材４と第一マット固定部材６のノブ装着部分30，30Ａは略同一構成
であり、フロア固定部材４のノブ装着部分30にフロア回転ノブ31を装着し、中間部材71の
ノブ装着部分30Ａに中間回転ノブ31Ａを装着したから、フロア固定部材４に第二マット固
定部材８を直接固定することができ、第二マット本体７を車両側カーペット３上の直接敷
設して固定できる。即ち、第二マット固定部材８の第二挿入受け部65Ａの受け長孔66に、
操作子32を挿通すると共に、該受け長孔66内にフロア固定部材４の係入外周部26を係入し
、操作子32を用いてフロア回転ノブ31を非ロック位置から９０度回転してフロア回転ノブ
31を第二挿入受け部65Ａに係止し、これによりフロア固定部材４に直接第二マット本体７
を固定することができる。
【０１４５】
　また、フロア固定部材４及び第一マット固定部材６は、以下のように、前記車両側カー
ペット３及び前記第一マット本体５にそれぞれ固定されている。即ち、図３に示すように
、前記第一マット本体５は前記アクセルペダル９及びブレーキペダル10の後方に向けて延
長配置され、第一マット本体５に固定した第一マット固定部材６は、アクセルペダル９の
後方延長線近傍で、第一マット本体５の後部に設けられている。さらに、図３に示すよう
に、第一マット本体５の後部左側にもフロア固定部材４及び第一マット固定部材６が設け
られている。
【０１４６】
　そして、第一マット本体５のみを敷設する場合でも、図６に示したように、フロア回転
ノブ31は第一マット本体５の後方で座席の下に隠れる位置に配置されているから、接触し
たり邪魔になったりしない。
【０１４７】
　このように本実施例では、第一マット本体５を車両の床面に設けられたフロア固定部材
４に固定する車両用フロアマットの固定構造１において、前記車両の床面に設けた前記フ
ロア固定部材４と、前記第一マット本体５に固定した第一マット固定部材６と、前記第一
マット固定部材６に着脱自在に固定する中間部材71とを備え、前記フロア固定部材４は上
下方向を軸としたフロア回転ノブ31を備え、前記第一マット固定部材６には前記フロア回
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転ノブ31を挿入する第一挿入受け部65を設け、前記第一マット固定部材６の前記第一挿入
受け部65に挿入した前記フロア回転ノブ31の回転により前記第一挿入受け部65に該フロア
回転ノブ31が係止して前記車両に前記第一マット本体５が固定され、前記第一マット固定
部材６の上部には前記中間部材71と係止可能な第一係止部たる外向き鍔部69を設け、前記
中間部材71の下部には前記外向き鍔部69と係止可能な中間係止受け部たる内向き鍔部76を
設け、前記内向き鍔部76と外向き鍔部69が係止して前記第一マット固定部材６に前記中間
部材71が固定されるから、固定構造１の上部に中間部材71を配置することにより、固定構
造１の内部の目隠しとすることができる。また、固定構造１の内部への砂，土や塵埃等の
侵入を防止することができる。
【０１４８】
　また、このように本実施例では、前記中間部材71は、前記フロア回転ノブ31と略同軸と
なる軸を中心とした回転操作を行うことにより、前記中間係止受け部たる内向き鍔部76と
前記第一係止部たる外向き鍔部69とを係止できるから、フロア回転ノブ31を第一挿入受け
部65に係止する操作と、中間部材71を取り付ける操作とを同様の回転操作としたことによ
り、第一マット固定部材６と中間部材71との係止操作を直感的で判り易いものとすること
ができる。
【０１４９】
　また、このように本実施例では、前記中間部材71の下部中央には、前記フロア回転ノブ
31と略同軸であると共に該フロア回転ノブ31と係止可能なノブ係止受け部82を設け、前記
フロア回転ノブ31と前記ノブ係止受け部82とが係止した状態で前記中間部材71を回転操作
することにより、前記フロア回転ノブ31が前記第一挿入受け部65に係止して前記車両に前
記第一マット本体５が固定されると共に、前記第一係止部たる外向き鍔部69に前記中間係
止受け部たる内向き鍔部76が係止して前記中間部材71が前記第一マット固定部材６に固定
されるから、中間部材71を第一マット固定部材６に固定する回転操作により、フロア回転
ノブ31を連動して回転することができるため、第一マット本体５とフロア固定部材４との
固定を同時に行うことができる。
【０１５０】
　また、通常、カバーを設けた場合、第一マット本体５とフロア固定部材４との係止状態
を確認することができないが、上記構造としたことにより、中間部材71の第一マット固定
部材６への固定と、第一マット本体５のフロア固定部材４への固定とが同時に行われ、確
実に第一マット本体５を床面に固定されていることを確認できる。
【０１５１】
　また、このように本実施例では、前記第一マット固定部材６に前記中間部材71を軸方向
上方から被せることにより、前記フロア回転ノブ31に前記ノブ係止受け部82が係止され、
前記フロア回転ノブ31が前記第一挿入受け部65との係止解除位置にあるときに、前記中間
部材71を上方から被せることが可能であるから、フロア回転ノブ31が第一マット固定部材
６に係止した位置にあるときに中間部材71が第一マット固定部材６に係止してしまった場
合、中間部材71の回転操作によりフロア回転ノブ31と第一マット固定部材６との係止状態
が解除されてしまう問題がある。これに対して、フロア回転ノブ31が係止解除位置にある
ときに中間部材71が係止する構造のため、上記問題が発生しない。
【０１５２】
　また、このように本実施例では、前記ノブ係止受け部82は、前記係止解除位置の前記フ
ロア回転ノブ31に係止可能な係止用突起部たる縦壁83と、前記係止解除位置以外の前記フ
ロア回転ノブ31に当接し、前記第一係止部たる外向き鍔部69と前記中間係止受け部たる内
向き鍔部76との係止を規制する規制部たる規制用突起部84とを備えるから、規制用突起部
84により、フロア回転ノブ31が係止解除位置にあるときにのみ中間部材71を軸上方から被
せることが可能になる。さらに、フロア回転ノブ31が係止解除位置以外のときは、規制用
突起部84がフロア回転ノブ31に当接することにより外向き鍔部69と内向き鍔部76の係止が
規制される。
【０１５３】
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　また、このように本実施例では、前記第一マット本体５に重ねる第二マット本体７と、
前記第二マット本体７に固定した第二マット固定部材８とを備え、前記中間部材71の上部
には前記フロア回転ノブ31と略同軸となる中間回転ノブ31Ａを設け、前記第二マット固定
部材８には前記中間回転ノブ31Ａを挿入する第二挿入受け部65Ａを設け、前記第二マット
固定部材８の前記第二挿入受け部65Ａに挿入した前記中間回転ノブ31Ａの回転により前記
第二挿入受け部65Ａに該中間回転ノブ31Ａが係止して前記車両に前記第二マット本体７が
固定されるから、第一マット固定部材６の上部に中間部材71を取り付け、この中間部材71
に第二マット本体７を取り付ける構成としたので、第二マット本体７を取り付ける場合の
み中間部材71を取り付ければよいため、第一マット本体５のみを固定する場合には固定構
造の厚みを従来と同様とすることができる。
【０１５４】
　また、中間回転ノブ31Ａはフロア回転ノブ31と略同軸としたため、同軸状に固定構造１
を配置することができ、コンパクトな設計とすることができる。
【０１５５】
　さらに、フロア固定部材４、第一マット固定部材６、中間部材71、第二マット固定部材
８をそれぞれ連結して固定する構造としたため、強固な固定構造１とすることができる。
【０１５６】
　また、このように本実施例では、前記第一マット固定部材６の前記第一係止部は、前記
第一マット固定部材６の上部に設けた外向き鍔部69であり、前記外向き鍔部69を部分的に
切り欠いて挿通部70を設け、前記中間部材71の前記中間係止受け部たる内向き鍔部76は、
前記中間部材71の下部に設けられ前記挿通部70に上方から挿通可能で、前記中間部材71の
回転により前記外向き鍔部69の下面に係止するから、回転操作により中間部材71を第一マ
ット固定部材６と固定する構造としたため、上方から荷重が掛かっても係止が容易に解除
されることが無い。
【０１５７】
　また、このように本実施例では、前記第一挿入受け部65と前記第二挿入受け部65Ａとが
略同一であり、前記フロア回転ノブ31が前記第二マット固定部材８の前記第二挿入受け部
65Ａに係止可能であるから、従来から行われているフロア固定部材４と第一マット本体５
の固定はもちろん、フロア固定部材４と第二マット固定部材８による第二マット本体７の
みの車両への固定を行うことができる。
【０１５８】
　また、このように本実施例では、前記中間係止受け部たる内向き鍔部76と前記第一係止
部たる外向き鍔部69とが係止位置にあることを確認可能な係止位置確認構造80を備えるか
ら、第一マット固定部材６は中間部材71の下方に位置し、回転操作により係止されるため
、正規の回転位置で係止しているか否か確認しづらいが、係止位置確認構造80を設けたた
め、中間部材71が第一マット固定部材６に係止された状態でも、確実に係止状態であるこ
とを確認することができる。
【０１５９】
　また、実施例上の効果として、上部半体51の前後には係合ピン60，60が下方に突設され
、これら係合ピン60，60に対応して、下部半体52の前後には係合筒部60Ａ，60Ａが突設さ
れているから、係合筒部60Ａに前記係合ピン60が係入することにより、上部半体51と下部
半体52の向きを正しく合わせて組み立てることができる。また、中央貫通孔61の両側に位
置する前記外側貫通孔61Ａ，61Ａ内において前記係合筒部60Ａに前記係合ピン60を係入す
るため、前記第一マット本体５に対して第一マット固定部材６を確実に回り止めすること
ができる。さらに、第二マット本体７がゴム製又は合成樹脂製であるから、第一マット本
体５の上に第二マット本体７を敷設することにより、第一マット本体５の汚れを防止する
ことができる。また、図１に示すように、第一マット固定部材６と中間部材71とは、外向
き鍔部69の上面と周縁部74の下面とのみが中間部材71の回転時に摺動するから、回転時の
抵抗が少ない。さらに、対をなす係止位置確認構造80，80を固定構造１の両側に設けたか
ら、確認効果に優れる。
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【０１６０】
　このように本実施例では、第一マット本体５と第二マット本体７とを重ねて車両の床面
に設けられたフロア固定部材４に固定する車両用フロアマットの固定構造１において、前
記車両の床面に設けた前記フロア固定部材４と、前記第一マット本体５に固定した第一マ
ット固定部材６と、前記第一マット固定部材６に着脱自在に固定する中間部材71と、前記
第二マット本体７に固定した第二マット固定部材８とを備え、前記フロア固定部材４は上
下方向を軸としたフロア回転ノブ31を備え、前記第一マット固定部材６には前記フロア回
転ノブ31を挿入する第一挿入受け部65を設け、前記第一マット固定部材６の前記第一挿入
受け部65に挿入した前記フロア回転ノブ31の回転により前記第一挿入受け部65に該フロア
回転ノブ31が係止して前記車両に前記第一マット本体５が固定され、前記第一マット固定
部材６の上部には前記中間部材71と係止可能な第一係止部たる外向き鍔部69を設け、前記
中間部材71の下部には前記外向き鍔部69と係止可能な中間係止受け部たる内向き鍔部76を
設け、前記内向き鍔部76を前記外向き鍔部69に係止することにより前記第一マット固定部
材６に前記中間部材71が固定され、前記中間部材71の上部には前記フロア回転ノブ31と略
同軸となる中間回転ノブ31Ａを設け、前記第二マット固定部材８には前記中間回転ノブ31
Ａを挿入する第二挿入受け部65Ａを設け、前記第二マット固定部材８の前記第二挿入受け
部65Ａに挿入した前記中間回転ノブ31Ａの回転により前記第二挿入受け部65Ａに該中間回
転ノブ31Ａが係止して前記車両に前記第二マット本体７が固定されるから、第一マット固
定部材６の上部に中間部材71を取り付け、この中間部材71に第二マット本体７を取り付け
る構成としたので、第二マット本体７を取り付ける場合のみ中間部材71を取り付ければよ
いため、第一マット本体５のみを固定する場合には固定構造１の厚みを従来と同様とする
ことができる。
【０１６１】
　また、中間回転ノブ31Ａはフロア回転ノブ31と略同軸としたため、同軸状に固定構造１
を配置することができ、コンパクトな設計とすることができる。
【０１６２】
　さらに、フロア固定部材４、第一マット固定部材６、中間部材71、第二マット固定部材
８をそれぞれ連結して固定する構造としたため、強固な固定構造１とすることができる。
【０１６３】
　また、このように実施例では、前記第一マット固定部材６の前記第一係止部は、前記第
一マット固定部材６の上部に設けた外向き鍔部69であり、前記外向き鍔部69を部分的に切
り欠いて挿通部70を設け、前記中間部材71の前記中間係止受け部たる内向き鍔部76は、前
記中間部材71の下部に設けられ前記挿通部70に上方から挿通可能で、前記中間部材71の回
転により前記外向き鍔部69の下面に係止するから、回転操作により中間部材71を第一マッ
ト固定部材６と固定する構造としたため、上方から荷重が掛かっても係止が容易に解除さ
れることが無い。
【０１６４】
　また、このように実施例では、第一挿入受け部65と第二挿入受け部65Ａとが略同一であ
り、前記フロア回転ノブ31が前記第二マット固定部材８の前記第二挿入受け部65Ａに係止
可能であるから、従来から行われているフロア固定部材４と第一マット本体５の固定はも
ちろん、フロア固定部材４と第二マット固定部材８による第二マット本体７のみの車両へ
の固定を行うことができる。
【０１６５】
　また、このように実施例では、前記中間部材71の下部中央には、前記フロア回転ノブ31
と略同軸であると共に該フロア回転ノブ31と係止可能なノブ係止受け部82を設け、前記フ
ロア回転ノブ31と前記ノブ係止受け部82とが係止した状態で前記中間部材71を回転操作す
ることにより、前記フロア回転ノブ31が前記第一挿入受け部65に係止して前記車両に前記
第一マット本体５が固定されると共に、前記第一係止部たる外向き鍔部69に前記中間係止
受け部たる内向き鍔部76が係止して前記中間部材71が前記第一マット固定部材６に固定さ
れるから、中間部材71を第一マット固定部材６に固定する回転操作により、フロア回転ノ
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ブ31を連動して回転することができるため、第一マット本体５とフロア固定部材４との固
定を同時に行うことができる。
【０１６６】
　また、通常、カバーを設けた場合、第一マット本体５とフロア固定部材４との係止状態
を確認することができないが、上記構造としたことにより、中間部材71の第一マット固定
部材６への固定と、第一マット本体５のフロア固定部材４への固定とが同時に行われ、確
実に第一マット本体５を床面に固定されていることを確認できる。
【０１６７】
　また、このように実施例では、前記第一マット固定部材６に前記中間部材71を軸方向上
方から被せることにより、前記フロア回転ノブ31に前記ノブ係止受け部82が係止され、前
記フロア回転ノブ31が前記第一挿入受け部65との係止解除位置にあるときに、前記中間部
材71を上方から被せることが可能であるから、フロア回転ノブ31が第一マット固定部材６
に係止した位置にあるときに中間部材71が第一マット固定部材６に係止してしまった場合
、中間部材71の回転操作によりフロア回転ノブ31と第一マット固定部材６との係止状態が
解除されてしまう問題がある。これに対して、フロア回転ノブ31が係止解除位置にあると
きに中間部材71が係止する構造のため、上記問題が発生しない。
【０１６８】
　また、このように実施例では、前記ノブ係止受け部82は、前記係止解除位置の前記フロ
ア回転ノブ31に係止可能な係止用突起部たる縦壁83と、前記係止解除位置以外の前記フロ
ア回転ノブ31に当接し、前記第一係止部たる外向き鍔部69と前記中間係止受け部たる内向
き鍔部76との係止を規制する規制部たる規制用突起部84とを備えるから、規制用突起部84
により、フロア回転ノブ31が係止解除位置にあるときにのみ中間部材71を軸上方から被せ
ることが可能になる。さらに、フロア回転ノブ31が係止解除位置以外のときは、規制用突
起部84がフロア回転ノブ31に当接することにより外向き鍔部69と内向き鍔部76の係止が規
制される。
【０１６９】
　また、このように実施例では、前記中間係止受け部たる内向き鍔部76と前記第一係止部
たる外向き鍔部69とが係止位置にあることを確認可能な係止位置確認構造80を備えるから
、第一マット固定部材６は中間部材71の下方に位置し、回転操作により係止されるため、
正規の回転位置で係止しているか否か確認しづらいが、係止位置確認構造80を設けたため
中間部材71が第一マット固定部材６に係止された状態でも、確実に係止状態であることを
確認することができる。
【０１７０】
　また、このように実施例では、クリック感により前記係止位置を確認する前記係止位置
確認構造80は、前記第一マット固定部材６と前記中間部材71の一方にクリック凹部たる係
止凹部79を設けると共に、他方にクリック凸部たる係止凸部78を設け、前記係止位置で前
記係止凹部79と前記係止凸部78が係合するから、回転操作により第一マット固定部材６と
中間部材71とが係止状態となるときに、クリック感が発生するため係止位置を確実に認識
することができる。
【０１７１】
　このように本実施例では、第一部材たる第一マット本体５を部材たる車両側カーペット
３に設けられた固定部材たるフロア固定部材４に固定する固定構造１において、第一マッ
ト本体５に固定した第一固定部材たる第一マット固定部材６と、前記第一マット固定部材
６に着脱自在に固定するカバー部材たる中間部材71とを備え、前記フロア固定部材４は軸
状の回転ノブたるフロア回転ノブ31を備え、前記第一マット固定部材６には前記フロア回
転ノブ31を挿入する第一挿入受け部65を設け、前記第一マット固定部材６の前記第一挿入
受け部65に挿入した前記フロア回転ノブ31の回転により前記第一挿入受け部65に該フロア
回転ノブ31が係止して前記車両側カーペット３に前記第一マット固定部材６が固定され、
前記第一マット固定部材６には前記中間部材71と係止可能な第一係止部たる外向き鍔部69
を設け、前記中間部材71には前記外向き鍔部69と係止可能な内向き鍔部76を設け、前記中
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間部材71の回転操作を行うことにより、前記内向き鍔部76と前記外向き鍔部69が係止して
前記第一マット固定部材６に前記中間部材71が固定され、前記内向き鍔部76と前記外向き
鍔部69とが係止位置にあることを確認可能な係止位置確認構造80を備えるから、第一マッ
ト固定部材６は中間部材71の下方に位置し、回転操作により係止されるため、正規の回転
位置で係止しているか否か確認しづらいが、係止位置確認構造80を設けたため、中間部材
71が第一マット固定部材６に係止された状態でも、確実に係止状態であることを確認する
ことができる。
【０１７２】
　また、このように本実施例では、クリック感により前記係止位置を確認する前記係止位
置確認構造80は、前記第一固定部材たる第一マット固定部材６と前記中間部材71の一方に
クリック凹部たる係止凹部79を設けると共に、他方にクリック凸部たる係止凸部78を設け
、前記係止位置で前記係止凹部79と前記係止凸部78が係合するから、回転操作により第一
マット固定部材６と中間部材71とが係止状態となるときに、クリック感が発生するため係
止位置を確実に認識することができる。
【０１７３】
　また、このように本実施例では、前記第一部材たる第一マット本体５に重ねる第二部材
たる第二マット本体７と、前記第二マット本体７に固定した第二固定部材たる第二マット
固定部材８とを備え、前記中間部材71には前記回転ノブたるフロア回転ノブ31と略同軸と
なる中間回転ノブ31Ａを設け、前記第二マット固定部材８には前記中間回転ノブ31Ａを挿
入する第二挿入受け部65Ａを設け、前記第二マット固定部材８の前記第二挿入受け部65Ａ
に挿入した前記中間回転ノブ31Ａの回転により前記第二挿入受け部65Ａに該中間回転ノブ
31Ａが係止して前記車両側カーペット３に前記第二マット本体７が固定されるから、第一
マット固定部材６に中間部材71を取り付け、この中間部材71に第二マット本体７を取り付
ける構成としたので、第二マット本体７を取り付ける場合のみ中間部材71を取り付ければ
よいため、第一マット本体５のみを固定する場合には固定構造１の厚みを従来と同様とす
ることができる。
【０１７４】
　また、中間回転ノブ31Ａはフロア回転ノブ31と略同軸としたため、同軸状に固定構造１
を配置することができ、コンパクトな設計とすることができる。
【０１７５】
　さらに、フロア固定部材４、第一マット固定部材６、中間部材71、第二マット固定部材
８をそれぞれ連結して固定する構造としたため、強固な固定構造１とすることができる。
【０１７６】
　また、このように本実施例では、前記固定部材たるフロア固定部材４の前記第一係止部
たる外向き鍔部69は、前記固定部材たるフロア固定部材４に設けた外向き鍔部69であり、
前記外向き鍔部69を部分的に切り欠いて挿通部70を設け、前記中間部材71の前記中間係止
受け部たる内向き鍔部76は、前記中間部材71に設けられ前記挿通部70に挿通可能で、前記
中間部材71の回転により前記外向き鍔部69に係止するから、回転操作により中間部材71を
第一マット固定部材６と固定する構造としたため、上方から荷重が掛かっても係止が容易
に解除されることが無い。
【０１７７】
　また、このように本実施例では、前記第一挿入受け部65と前記第二挿入受け部65Ａとが
略同一であり、前記回転ノブたるフロア回転ノブ31が前記第二固定部材たる第二マット固
定部材８の前記第二挿入受け部65Ａに係止可能であるから、第一挿入受け部65と第二挿入
受け部65Ａが略同一構造であり、且つ、前記フロア回転ノブ31が前記第二マット固定部材
８の第二挿入受け部65Ａに係止可能なため、従来から行われているフロア固定部材４と第
一マット本体５の固定はもちろん、フロア固定部材４と第二マット固定部材８による第二
マット本体７のみの車両側カーペット３への固定を行うことができる。
【０１７８】
　また、このように本実施例では、前記中間部材71には、前記回転ノブたるフロア回転ノ
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ブ31と略同軸であると共に該フロア回転ノブ31と係止可能なノブ係止受け部82を設け、前
記フロア回転ノブ31と前記ノブ係止受け部82とが係止した状態で前記中間部材71を回転操
作することにより、前記フロア回転ノブ31が前記第一挿入受け部65に係止して前記部材た
る車両側カーペット３に前記第一部材たる第一マット本体５が固定されると共に、前記第
一係止部たる外向き鍔部69に前記中間係止受け部たる内向き鍔部76が係止して前記中間部
材71が前記第一固定部材たる第一マット固定部材６に固定されるから、中間部材71を第一
マット固定部材６に固定する回転操作により、フロア回転ノブ31を連動して回転すること
ができるため、第一マット本体５とフロア固定部材４との固定を同時に行うことができる
。
【０１７９】
　また、通常、カバーを設けた場合、第一マット本体５とフロア固定部材４との係止状態
を確認することができないが、上記構造としたことにより、中間部材71の第一マット固定
部材６への固定と、第一マット本体５のフロア固定部材４への固定とが同時に行われ、確
実に第一マット本体５を車両側カーペット３に固定されていることを確認できる。
【０１８０】
　また、このように本実施例では、前記第一固定部材たる第一マット固定部材６に前記中
間部材71を軸方向から被せることにより、前記回転ノブたるフロア回転ノブ31に前記ノブ
係止受け部82が係止され、前記フロア回転ノブ31が前記第一挿入受け部65との係止解除位
置にあるときに、前記中間部材71を被せることが可能であり、フロア回転ノブ31が第一マ
ット固定部材６に係止した位置にあるときに中間部材71が第一マット固定部材６に係止し
てしまった場合、中間部材71の回転操作によりフロア回転ノブ31と第一マット固定部材６
との係止状態が解除されてしまう問題がある。これに対して、フロア回転ノブ31が係止解
除位置にあるときに中間部材71が係止する構造のため、上記問題が発生しない。
【０１８１】
　また、このように本実施例では、前記ノブ係止受け部82は、前記係止解除位置の前記回
転ノブたるフロア回転ノブ31に係止可能な係止用突起部たる縦壁83と、前記係止解除位置
以外の前記フロア回転ノブ31に当接し、前記第一係止部たる外向き鍔部69と前記中間係止
受け部たる内向き鍔部76との係止を規制する規制部たる規制用突起部84とを備えるから、
規制用突起部84により、フロア回転ノブ31が係止解除位置にあるときにのみ中間部材71を
被せることが可能になる。さらに、フロア回転ノブ31が係止解除位置以外のときは、規制
用突起部84がフロア回転ノブ31に当接することにより外向き鍔部69と内向き鍔部76の係止
が規制される。
【０１８２】
　また、このように本実施例では、前記係止用突起部は縦壁83により前記回転ノブたるフ
ロア回転ノブ31の外周部に係止するから、係止用突起部の形状変更が容易で、安価な構成
とすることができる。
【実施例２】
【０１８３】
　図２４は、本発明の実施例２を示し、上記実施例１と同一部分に同一符号を付し、その
詳細な説明を省略して詳述する。同図は中間部材71の下面に設けたノブ係止受け部82の変
形例を示す。
【０１８４】
　同図に示すように、前記ノブ係止受け部82は前記操作子32と略相似形で該操作子32より
大きい略角筒型の縦壁91からなり、この縦壁91が係止用突起部である。また、縦壁91は前
記対をなす縦壁83，83を規制部たる連結壁部92により連結した形状をなす。
【０１８５】
　従って、フロア固定部材４に中間部材71を上方から被せ、内向き鍔部76が挿通部70を通
過すると、係止解除位置である左右方向に向いたフロア回転ノブ31の操作子32に、縦壁91
が外嵌係止する。一方、フロア回転ノブ31が係止解除位置以外にあると、縦壁91の下縁が
操作子32に当たり、フロア固定部材４に中間部材71を取り付けることができない。



(31) JP 6346309 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

【０１８６】
　このように本実施例では、上記実施例１と同様な作用・効果を奏する。
【０１８７】
　また、このように本実施例では、前記係止用突起部は縦壁91により前記フロア回転ノブ
31の外周部に係止するから、係止用突起部の形状変更が容易で、安価な構成とすることが
できる。
【０１８８】
　また、この例では、縦壁91が筒状をなすから、ノブ係止受け部82が強度的に優れたもの
となる。
【実施例３】
【０１８９】
　図２５は、本発明の実施例３を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付し、その
詳細な説明を省略して詳述する。同図は中間部材71の下面に設けたノブ係止受け部82の変
形例を示す。
【０１９０】
　同図に示すように、係止用突起部は中間部材71の下面から突出した複数の円柱状のピン
95，96からなり、係止状態で操作子32の長さ方向端部に位置するピン95と、端部側の側面
を挟むピン96，96とを備える。また、前記ピン95，96の下端が規制部である。さらに、規
制部たる前記規制用突起部84が中間部材71の下面に設けられている。
【０１９１】
　尚、前記規制用突起部84を設ける代わりに、中間部材71の下面で前記ピン95と平面略９
０度の位置に、操作子32の上部に当たる規制部たるピンを設けてもよい。
【０１９２】
　従って、フロア固定部材４に中間部材71を上方から被せ、内向き鍔部76が挿通部70を通
過すると、係止解除位置である左右方向に向いたフロア回転ノブ31の操作子32に、ピン95
，96が係止する。一方、フロア回転ノブ31が係止解除位置以外にあると、ピン95，96の下
端又は規制用突起部84が操作子32に当たり、フロア固定部材４に中間部材71を取り付ける
ことができない。
【０１９３】
　このように本実施例では、上記各実施例と同様な作用・効果を奏する。
【０１９４】
　また、このように本実施例では、前記係止用突起部は複数のピン95，96により前記フロ
ア回転ノブ31の外周部に係止するから、係止用突起部の形状変更が容易で、安価な構成と
することができる。尚、ピン95，96の形状は、円柱に限らず、四角柱、三角柱でもよい。
【実施例４】
【０１９５】
　図２６～図２７は、本発明の実施例４を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付
し、その詳細な説明を省略して詳述する。同図は、前記係止位置確認構造80の変形例であ
り、前記中間係止受け部たる内向き鍔部76と前記第一係止部たる外向き鍔部69とが正規の
係止位置にあることを視認により確認可能な係止位置確認構造101を示す。
【０１９６】
　図２６に示すように、係止位置確認構造101は、前記中間部材71に設けた前記開口部75
と、前記第一マット固定部材６に設けられ、前記開口部75から視認可能な対をなす目印10
2，102とからなる。これら目印102，102は前記外向き鍔部69の上面に円弧状に設けられ、
それら目印102，102の間に無印部分103を設け、この無印部分103は開口部75に略対応して
設けられている。尚、無印部分103は前記円弧状の目印102が連続して設けられていない部
分であって、三角形の前記印81Ａは設けられている。また、無印部分103の長さは開口部7
5の長さと同じか僅かに長い。
【０１９７】
　そして、第一マット固定部材６には、第一マット固定部材６に中間部材71が係止した状
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態で前記開口部75から視認不可能な位置に前記目印102，102を設けている。この例では、
印81と印81Ａが合わされた状態、即ち係止凹部79と係止凸部78が係止した状態では、前記
目印102，102を視認することができない。
【０１９８】
　図２６では、前記目印102は、凸部分や凹部分により構成されている。この場合は、上
部半体51の合成樹脂成形時に目印102を形成することができる。
【０１９９】
　また、図２７では、目印102を他の部分と異なる色に着色している。この場合は、目印1
02を塗装や印刷などにより設けたり、多色成形により設けたりすることができる。
【０２００】
　このように本実施例では、上記各実施例と同様な作用・効果を奏する。
【０２０１】
　また、このように本実施例では、視認により前記係止位置を確認する前記係止位置確認
構造101は、前記第一マット固定部材６との回転位置を確認できる開口部75を前記中間部
材71に設け、前記第一マット固定部材６には、前記中間部材71と係止状態で前記開口部75
から視認不可能な位置に目印102，102を設けたから、開口部75から目印102，102が視認さ
れる場合には正規の係止位置でないことが確認できる。
【実施例５】
【０２０２】
　図２８～図２９は、本発明の実施例５を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付
し、その詳細な説明を省略して詳述する。同図は前記係止位置確認構造101の変形例を示
す。
【０２０３】
　同図に示すように、係止位置確認構造101は、前記開口部75から視認可能な目印104を備
える。
【０２０４】
　前記目印104は前記開口部75に対応して設けられ、目印104の長さは前記開口部75の長さ
と同じか僅かに短く、図２８～図２９においては僅かに短い目印104を示している。また
、目印104の中央には前記印81が設けられている。
【０２０５】
　図２８では、前記目印104は、凸部分や凹部分により構成されている。この場合は、上
部半体51の成形時に目印104を形成することができる。
【０２０６】
　また、図２９では、目印104を他の部分と異なる色に着色している。この場合は、目印1
04を塗装や印刷などにより設けたり、多色成形により設けたりすることができる。尚、三
角形の印81も目印104と同じ色に着色している。
【０２０７】
　このように本実施例では、上記各実施例と同様な作用・効果を奏する。
【０２０８】
　また、このように本実施例では、視認により前記係止位置を確認する前記係止位置確認
構造101は、前記第一マット固定部材６との回転位置を確認できる開口部75を前記中間部
材71に設け、前記第一マット固定部材６には、前記中間部材71と係止状態で前記開口部75
から視認可能な位置に目印104を設けた開口部75から目印104がずれて視認された場合には
正規の係合位置でないことが確認できる。
【実施例６】
【０２０９】
　図３０は、本発明の実施例６を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付し、その
詳細な説明を省略して詳述する。同図は前記係止位置確認構造101の変形例を示す。
【０２１０】
　同図に示すように、係止位置確認構造101は、係止状態の前記第一マット固定部材６に
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おいて前記開口部75から視認可能な位置の色を他の部位と異なる色にしている。尚、印81
は視認可能な位置の色と異なる色にしている。
【０２１１】
　具体的には、前記外向き鍔部69の上面に帯状の目印105を設け、この目印105の両縁部10
5Ｆ，105Ｆは上部半体51の直径方向と平行に形成されている。尚、開口部75の両縁部75Ｆ
，75Ｆは上部半体51の直径方向に形成されている。
【０２１２】
　また、目印105を塗装や印刷などにより設けたり、多色成形により設けたりすることが
できる。尚、印81は前記他の部位と同じ色にしており、この場合は印81を除いて目印105
を着色すればよい。
【０２１３】
　このように本実施例では、上記各実施例と同様な作用・効果を奏する。
【０２１４】
　また、このように本実施例では、視認により前記係止位置を確認する前記係止位置確認
構造101は、前記第一マット固定部材６との回転位置を確認できる開口部75を前記中間部
材71に設け、前記第一マット固定部材６は、係止状態で前記開口部75から視認可能な位置
の色と他の部位の色とが異なるから、開口部75に現われる色を確認することにより、正規
の係止位置であるか否かを判断することができる。
【０２１５】
　また、この例では、図３０に示すように、係止状態で開口部75の全体に他の部位と異な
る色が視認されるから、視認効果に優れたものとなる。
【実施例７】
【０２１６】
　図３１は、本発明の実施例７を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付し、その
詳細な説明を省略して詳述する。同図は中間部材71の変形例を示す。
【０２１７】
　この例の中間部材71は、カバー部材であって、 前記ノブ装着部分30Ａが設けられてお
らず、中間部材71の上面中央に閉塞部120を形成して閉塞している。
【０２１８】
　また、この例では、中間部材71の上面に突出する部分がないから、第一マット本体５又
は第二マット本体７のいずれか１枚を敷設する場合に、固定構造１の高さ寸法を押えるこ
とができる。従って本実施例の閉塞部120を有する中間部材71と、上記実施例１などで示
した中間部材71の両方を用意し、１枚のマット本体を敷設する場合と２枚のマット本体を
敷設する場合とで、閉塞部120を有する中間部材71と、ノブ装着部分30Ａを有する中間部
材71とを選択的に使用すればよい。
【実施例８】
【０２１９】
　図３２～図３３は、本発明の実施例８を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付
し、その詳細な説明を省略して詳述する。
【０２２０】
　上記各実施例では、第一部材たる第一マット本体５を、部材たる車両側カーペット３に
設けられた固定部材たるフロア固定部材４に固定する例を説明したが、本実施例では、第
一部材と部材が異なる例を示す。
【０２２１】
　同図は実施例７の中間部材71を備えた固定構造１を示し、有底な容器本体121は、上面
部122に角筒状の開口部123を有する。前記開口部123にはヒンジ部124により蓋体125が開
閉自在に設けられている。前記蓋体125は前記開口部123より大きい本体126の周囲に前記
開口部123に外装する外周部127を有する。前記外周部127には前記ヒンジ部124の反対側に
突出片128を設けている。
【０２２２】
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　そして、前記容器本体121の上面部122が部材であり、前記蓋体125の前記突出片128が第
一部材である。尚、この例では容器本体121及び蓋体125は金属製や合成樹脂製で硬質材料
からなる。
【０２２３】
　前記突出片128に対応して、前記上面部122には前記ノブ装着部分30を設け、このノブ装
着部分30に前記回転ノブ31を装着する。また、前記突出片128には前記中央貫通孔61及び
外側貫通孔61Ａ，61Ａを穿設し、これら貫通孔61，61Ａ，61Ａにおいて前記上連結筒部53
と下連結筒部54を連結し、前記突出片128に前記第一マット固定部材６を固定する。尚、
第一マット固定部材６にはピン62，63は設けられていない。
【０２２４】
　従って、回転ノブ31をロック位置に回せば、上面部122に突出片128が固定され、蓋体12
5を固定することができる。また、上記実施例と同様に中間部材71を第一マット固定部材
６に固定することにより回転ノブ31をロック位置に回すことができ、第一マット固定部材
６の上部が中間部材71によりカバーされるため、ゴミ等の侵入を防止することができる。
【０２２５】
　このように本実施例では、上記各実施例と同様な作用・効果を奏する。
【０２２６】
　また、このように本実施例では、前記第一マット固定部材６の上部には前記中間部材71
と係止可能な第一係止部たる外向き鍔部69を設け、前記中間部材71の下部には前記外向き
鍔部69と係止可能な中間係止受け部たる内向き鍔部76を設け、前記内向き鍔部76と前記外
向き鍔部69が係止して前記第一マット固定部材６に前記中間部材71が固定されるから、固
定構造１の上部に中間部材71を配置することにより、固定構造１内部の目隠しとすること
ができる。また、固定構造１の内部への砂，土や塵埃等の侵入を防止することができる。
【実施例９】
【０２２７】
　図３４～図４４は、本発明の実施例９を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付
し、その詳細な説明を省略して詳述する。同図は中間部材71にその回転をロックする構造
を付与したものを示している。尚、本実施例は、実施例７のように上面中央に閉塞部120
を形成して閉塞した中間部材71及び第一固定部材にも適用可能であり、この場合は、第一
マット固定部材６が第一固定部材である。
【０２２８】
　前記中間部材71の左右には、その本体71Ｈ及び外周部72に一対の切り込み171，171を平
行に設け、この切り込み171は本体71Ｈの中央側から外周部72の下端まで連続して形成さ
れており、相互に平行をなす一対の切り込み171，171の間に、外端が自由端の弾性片172
を設けている。また、図３６等に示すように、一対の切り込み171，171は本体51Ｈの直径
方向と略平行をなす。
【０２２９】
　そして、弾性片172は、切り込み171，171の間の前記本体71Ｈの上面部71Ｊからなる弾
性片上面部173と、切り込み171，171の間の前記外周部72からなる弾性片外周部174とを有
する。前記弾性片172は、内端が中間部材71に固定され、外端が自由端である片持ちの梁
部である。尚、この例の中間部材71の上面部71Ｊは平坦に形成されている。
【０２３０】
　前記弾性片172の外端側には、前記挿通部70に係脱可能な係合爪部175が設けられ、この
係合爪部175は、弾性片上面部173の下面に下向きに突設され、前記弾性片外周部174の内
側に設けられている。そして、係合爪部175の内面たる内周面175Ａが前記挿通部70の外周
面に嵌合する。
【０２３１】
　図４２に示すように、内周面175Ａは中間部材71の外周部72と同心円をなす円弧状をな
し、その係合爪部175の円周方向の幅は挿通部70の円周方向の幅より狭く、また、図４０
及び図４１に示すように、係合爪部175の下端位置は、外周部72及び弾性片外周部174の下
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端位置より高い。さらに、板状をなす係合爪部175の幅方向両端と前記弾性片外周部174と
の内面とは、板状の側板部175Ｂ，175Ｂにより連結され、これら両側の側板部175Ｂ，175
Ｂが挿通部70内に嵌合する。
【０２３２】
　そして、係合爪部175の下端部175Ｃが前記外向き鍔部69の上面に当接して弾性片172を
弾性変形させる当接部である。
【０２３３】
　前記弾性片172の外端面には操作部176を外側に突設し、この操作部176は弾性片外周部1
74より外側に位置する。また、図４２に示すように、その操作部176の外周縁部176Ａは前
記上部半体51の本体51Ｈの外周より内側に位置する。尚、この例では、中間部材71には、
滑り止め用の前記凹凸部72Ａは設けられていないが、回転操作時に、操作部176に指を掛
けることにより滑り止め効果が得られる。
【０２３４】
　図３５に示すように、前記弾性片外周部174の幅方向両側で下部には、規制突起部177，
177が幅方向外側に突設され、この規制突起部177に対応して、前記外周部72には横方向の
突起受け部178が設けられている。また、弾性片172が弾性変形する前の初期状態において
、規制突起部177と突起受け部178との間には隙間179が設けられ、この隙間179は、前記操
作部176を操作して弾性片172の外端側を持ち上げた際、前記挿通部70と係合爪部175との
嵌合が解除可能な寸法を有する。尚、前記隙間179は前記切り込み171の一部である。
【０２３５】
　次に、前記中間部材71の第一マット固定部材６への固定及び固定解除方法について説明
する。図３９に示すように、第一マット固定部材６の左右の挿通部70，70に上方から内向
き鍔部76，76を挿通すると、内向き鍔部76が外向き鍔部69の下方位置となり、図４０及び
図４１に示すように、係合爪部175の下端部175Ｃが外向き鍔部69の上面に当接し、弾性片
172の外側が持ち上がるようにして弾性片172が弾性変形する。ここから図４２に示すよう
に中間部材71を略９０度回動すると、弾性片172の弾性復元力により係合爪部175が挿通部
70に嵌合し（図４４）、この嵌合により中間部材71が回り止め状態となり、また、外向き
鍔部69の下面に内向き鍔部76が係止し、第一マット本体５に中間部材71が取り付けられる
。
【０２３６】
　一方、中間部材71の固定を解除するには、両側の操作部176，176を用いて、両側の弾性
片172，172の外側を上方に引き上げると（図４０）、規制突起部177が突起受け部178に当
接し、挿通部70と係合爪部175との嵌合が解除され、ここから中間部材71を略９０度回す
と、内向き鍔部76が挿通部70の位置に合され、中間部材71を引き上げて取り外すことがで
きる。
【０２３７】
　このように本実施例では、上記各実施例と同様な作用・効果を奏する。
【０２３８】
　また、このように本実施例では、第一マット固定部材６の第一係止部は、第一マット固
定部材６の上部に設けた外向き鍔部69であり、外向き鍔部69を部分的に切り欠いて挿通部
70を設け、中間部材71の中間係止受け部は、中間部材71の下部に設けられ挿通部70に上方
から挿通可能で、中間部材71の回転により外向き鍔部69の下面に係止する内向き鍔部76で
あり、中間部材71の下部には内向き鍔部76とは異なる位置に固定用凸部たる係合爪部175
が設けられ、内向き鍔部76が外向き鍔部69の挿通部70に挿通された状態で、中間部材71を
回転させることにより係合爪部175が外向き鍔部69の挿通部70に回り止め状態で嵌合する
から、係合爪部175が外向き鍔部69の挿通部70に嵌合することにより中間部材71が所定の
回転位置で位置決め固定される。
【０２３９】
　また、このように本実施例では、中間部材71の上面に対をなす切り込み171，171を設け
ることにより対をなす切り込み171，171の間に弾性片172を設け、弾性片172の外端側に固
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定用凸部たる係合爪部175を設けたから、弾性を有する弾性片172の弾性復元力により係合
爪部175を挿通部70の方向に付勢することができ、この付勢により嵌合が維持されるため
、乗員の足の接触等による予期せぬ固定解除を防ぐことができる。
【０２４０】
　また、このように本実施例では、弾性片172の外端側を引き上げることにより、固定用
凸部たる係合爪部175と外向き鍔部69の挿通部70との嵌合が解除され、この嵌合が解除さ
れた状態で中間部材71を回動することにより第一マット固定部材６と中間部材71との係止
が解除されるように構成したから、弾性片172の外端側を引き上げ、回転操作することに
より、第一マット固定部材６と中間部材71との組み付けを容易に解除することができる。
【０２４１】
　また、このように本実施例では、中間部材71の固定用凸部たる係合爪部175には、内向
き鍔部76が外向き鍔部69の挿通部70に挿通された状態で、外向き鍔部69に当接して弾性片
172の外端側が上側になるように該弾性片172を弾性変形させる当接部たる下端部175Ｃを
設けたから、内向き鍔部76を外向き鍔部69の挿通部70に挿通すると、下端部175Ｃが外向
き鍔部69に当接して弾性片172の外端側が持ち上がるように該弾性片172が弾性変形し、こ
こから中間部材71を回し、内向き鍔部76が挿通部70の位置に来ると、弾性片172の弾性復
元力により係合爪部175が挿通部70に嵌合する。
【０２４２】
　また、実施例上の効果として、弾性片172には、弾性片外周部174より突出した操作部17
6を設けたから、操作部176に指を掛けて弾性片172を簡便に持ち上げることができる。さ
らに、弾性片172には規制突起部177を設け、中間部材71の外周部72には、規制突起部177
が当接して弾性片172の外端側の上への変形を規制する突起受け部178が設けられているか
ら、弾性片172を持ち上げても、規制突起部177が突起受け部178に当接すると、それ以上
持ち上げることができないため、弾性片172に無理な力が加わることがない。
【実施例１０】
【０２４３】
　図４５～図４７は、本発明の実施例１０を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を
付し、その詳細な説明を省略して詳述する。尚、本実施例は、実施例７のように上面中央
に閉塞部120を形成して閉塞した中間部材71及び第一固定部材にも適用可能であり、この
場合は、第一マット固定部材６が第一固定部材である。
【０２４４】
　前記第一マット固定部材６の前記本体51Ｈの上面には、前記係合爪部175と前記外向き
鍔部69の前記挿通部70とが嵌合位置にあることを視認により確認できる確認手段が設けら
れている。
【０２４５】
　前記確認手段は、前記本体51Ｈの上面に設けた一対の凹部181，181であり、これら一対
の凹部181，181は前記挿通部70，70に対して回転方向で略９０度離れて位置にある。また
、前記弾性片外周部174の嵌合下縁部174Ａを、前記凹部181に対応して外周部72の下縁部
に比べて下方に延設している。前記凹部181は平面略コ字型をなし、前記弾性片外周部174
に対応した弧状をなす内壁面181Ａと、この内壁面181Ａの周方向両側に設けられ本体51Ｈ
の直径方向と略平行な側壁面181Ｂ，181Ｂとを有する。そして、前記凹部181は、前記係
合爪部175と前記外向き鍔部69の前記挿通部70とが嵌合した状態で前記弾性片172の外端側
たる弾性片外周部174が位置する近傍に設けられている。この例では、前記凹部181は、外
周側が開口し、前記弾性片外周部174の係入部たる嵌合下縁部174Ａが前記凹部181に嵌合
する。
【０２４６】
　従って、中間部材71の弾性片172の下面に設けた係合爪部175が、挿通部70に嵌合する位
置で、凹部181に弾性片外周部174の下縁部17Ａが係入するから、係合爪部175と挿通部70
との嵌合を確認することができる。
【０２４７】
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　このように本実施例では、上記各実施例と同様な作用・効果を奏する。
【０２４８】
　また、このように本実施例では、第一マット固定部材６の上面には、固定用凸部たる係
合爪部175と外向き鍔部69の挿通部70とが嵌合位置にあることを確認できる確認手段たる
凹部181が設けられているから、中間部材71を第一マット固定部材６の上面に取り付けた
状態では、係合爪部175が挿通部70との嵌合位置にあるか否かを確認することが困難であ
るが、凹部181を設けることにより前記嵌合を容易に確認することができる。
【０２４９】
　また、このように本実施例では、確認手段は第一マット固定部材６の上面に設けられた
凹部181であり、該凹部181は係合爪部175と外向き鍔部69の挿通部70とが嵌合した状態で
中間部材71の弾性片172の外端側が位置する近傍に設けられているから、固定状態では凹
部181に対応した位置に弾性片172の外端側が位置することとなり、この状態を確認するこ
とにより第一マット固定部材６と中間部材71とが固定状態にあることを容易に確認するこ
とができる。
【０２５０】
　また、実施例上の効果として、確認手段が凹部181であり、弾性片外周部174の下縁部17
Ａが凹部181に嵌合するから、この嵌合により中間部材71の回り止め効果が得られる。
【実施例１１】
【０２５１】
　図４８は、本発明の実施例１１を示し、上記各実施例と同一部分に同一符号を付し、そ
の詳細な説明を省略して詳述する。
【０２５２】
　この例は、実施例７のように上面中央に閉塞部120を形成して閉塞した中間部材71及び
第一固定部材たる第一マット固定部材６とを備え、実施例９のように中間部材71にその回
転をロックする構造を設けると共に、前記係合爪部175と前記外向き鍔部69の前記挿通部7
0とが嵌合位置にあることを視認により確認できる確認手段を設けている。
【０２５３】
　図４８中で右側に示す一対の弾性片172，172の一方に、図４５に示したように、凹部18
1に嵌合する嵌合下縁部174Ａを設け、図４８中で左側に示す一対の弾性片172，172の他方
は、図３５に示したように、弾性片外周部174の下端を外周部72の下端部と同一高さに形
成して いる。尚、前記本体51Ｈの上面には、凹部181を１箇所のみ設けているが、図４７
で示したように凹部181，181を２個所設けてもよく、この場合は、対をなす凹部181，181
のいずれか一方に嵌合下縁部174Ａが嵌合すればよい。
【０２５４】
　このように本実施例では、上記各実施例と同様な作用・効果を奏する。
【０２５５】
　また、このように確認手段たる凹部181は、本体51Ｈに１箇所のみ設けてもよく、この
場合は、一対の弾性片172，172の一方のみに嵌合下縁部174Ａを設ければよい。
【０２５６】
　尚、本発明は、本実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変
形実施が可能である。例えば、第一及び第二マット本体の材質は各種のものを用いること
ができる。また、上，下部半体の形状は、略円形や略正方形以外でもよく、上，下部半体
を略同一形状にしてもよい。さらに、実施例では車両側カーペットに第一固定部材を固定
したが、この第一固定部材を車両側カーペット以外の車両側に固定してもよい。また、中
間部材の平面形状は、略正方形などの多角形でもよく、この場合も外周部72は円筒状に形
成することが好ましい。さらに、ノブ係止受け部は、縦壁とピンなどを組み合わせたもの
でもよい。また、目印の色は単色に限らず、多色にしてもよい。また、第一固定部材を用
いる固定構造では、部材及び第一部材を上下に限れず、前後に配置してもよい。さらに、
挿通部に固定用凸部が嵌合した状態で、挿通部の外周面と係合爪部の内周面175Ａとの間
に隙間があってもよく、固定用凸部の幅方向両側が挿通部内に入っていれば、固定用凸部
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材の上面に設けた印などでもよく、この印は弾性片と係合しなくてもよく、固定用凸部と
挿通部とが嵌合した状態で、挿通部の位置より弾性片の近くにあればよい。
【符号の説明】
【０２５７】
１　固定構造
２　フロア
３　車両側カーペット（部材）
４　フロア固定部材（固定部材）
５　第一マット本体（第一部材）
６　第一マット固定部材（第一固定部材）
７　第二マット本体
８　第二マット固定部材
30　ノブ装着部分
30Ａ　ノブ装着部分
31　フロア回転ノブ（回転ノブ）
65　第一挿入受け部
65Ａ　第二挿入受け部
69　外向き鍔部（第一係止部）
71　中間部材（アタッチメント，カバー部材）
76　内向き鍔部（中間係止受け部）
77　係止構造（クリック構造）
78　係止凸部（クリック凸部）
79　係止凹部（クリック凹部）
80　係止位置確認構造
31Ａ　中間回転ノブ
82　ノブ係止受け部
83　縦壁（係止用突起部）
84　規制用突起部（規制部）
91　縦壁（係止用突起部）
101　係止位置確認構造
102　目印
104　目印
105　目印
122　上面部（部材）
128　突出片（第一部材）
171　切り込み
172　弾性片
175　係合爪部（固定用凸部）
175Ｃ　下端部（当接部）
181　凹部
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